
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリ
ング・オフ）の適用はありません。

～お申込をされる前に～

目論見書補完書面（投資信託）

この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定により、目論見書と一体としてお渡しするものです。
この書面は、株式会社新生銀行が作成したものであり、目論見書の一部を構成するものではありません。

この目論見書補完書面、および目論見書の内容をよくお読みください。

当ファンドにかかる金融商品取引契約の概要
当行は、当ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。

当行が行う登録金融機関業務の内容および方法の概要
当行が行う金融商品取引業務は、金融商品取引法第３３条の２の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行に

おいてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。

・お取引にあたっては、投資信託総合取引口座をあらかじめ開設されることが必要となります。

・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる設定代金または設定代金

概算額の全部（前受金）を預金決済口座から引き落としてお預りしたうえで、ご注文をお受けいたします。

・設定代金概算額と設定代金の確定額の差額は、設定日に精算していただきます。

・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書をお客さまのお届

出住所宛に送付します。

当行は上記の他に金融商品取引業として、以下の業務を行っています。

①法令により登録金融機関が取り扱うことを認められた有価証券等の募集、売り出し、私募の取り扱い等の業務

②証券仲介業務

③デリバティブ業務

④保護預り業務

⑤社債等の振替業務

当ファンドの販売会社の概要
商号等 株式会社新生銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第１０号

本店所在地 〒100-8501 東京都千代田区内幸町２－１－８

加入協会 日本証券業協会

資本金 451,296,960,600円（2007年８月１日現在）

主な事業 銀行業

設立年月 1952年12月1日

連絡先 0120-456-860またはお取引のある本支店にご連絡ください。

当行取扱いの公募追加型投資信託のお申込手数料一覧
次ページ以降をご確認ください。
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（※）約定金額とは、お申込金額からお申込手数料およびお申込手数料に対する消費税等の相当

額を控除した金額（「約定日の基準価額×約定した口数」）をいいます。お申込手数料は、下記の手

数料率を約定金額に乗じた金額とします。また、消費税等の相当額とは消費税および地方消費税

相当額の合計金額を示し、各お申込手数料に対して5%がかかります。（「お申込金額＝約定金額＋

お申込手数料＋お申込手数料に対する消費税等の相当額」）

お取扱窓口 店頭／ 電話（新生パワーコール）／ インターネット（新生パワーダイレクト）

〔 電話（新生パワーコール）、 インターネット（新生パワーダイレクト）は、パワーフレックス口座を
お持ちの個人のお客さまのみのお取り扱いになります。〕

当行取扱いの公募追加型投資信託のお申込手数料一覧

ファンド名 運用会社 お取り扱い
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

大同のＭＭＦ
（マネー・マネージ
メント・ファンド）

Ｔ＆Ｄアセット
マネジメント

累積投資
専用 なし １円以上

１円単位

２２５インデックス
ファンド

Ｔ＆Ｄアセット
マネジメント

自動継続
投資コース

5億円未満 1.05%（税抜 1.0%）

5億円以上 0.525%（税抜 0.5%）
１万円以上
１円単位

インデックス
ファンド２２５

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

ダイワ・
バリュー株・
オープン
（愛称：底力）

大和証券
投資信託
委託

分配金
再投資
コース

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5億円未満

5億円以上
1.05%（税抜1.0%）10億円未満

10億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

フィデリティ・
日本成長株・
ファンド

フィデリティ
投信

累積
投資コース

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5,000万円未満

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

フィデリティ・
日本配当
成長株・ファンド
（分配重視型）

フィデリティ
投信

累積
投資コース 一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

お取り扱い
窓口
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ウォーバーグ・
ピンカス・
ジャパン・
グロース・
ファンド

クレディ・
スイス投信

自動
けいぞく
投資専用

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5,000万円未満

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）5億円未満

5億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

ファンド名 運用会社 お取り扱い
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

お取り扱い
窓口

ガリレオ
ゴールドマン・
サックス・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

1億円未満 2.1%（税抜 2.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）10億円未満

10億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

世界のサイフ 日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 2.10%（税抜 2.0%） １万円以上
１円単位

ニッセイ／
パトナム・
インカムオープン

ニッセイ
アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 1.575%（税抜 1.5%） １万円以上
１円単位

グローバル・
ソブリン・
オープン　
（毎月決算型）

国際投信
投資顧問

分配金
複利
けいぞく
投資コース

1億口未満 1.575%（税抜 1.5%）

1億口以上
1.05%（税抜 1.0%）3億口未満

3億口以上 0.525%（税抜 0.5%）

お申込手数料の段階区分が「口数」
であるため、当ファンドについては「約
定した口数」に応じた手数料率を記
載しています。

１万円以上
１円単位

LM・
オーストラリア
毎月分配型
ファンド

レッグ・
メイソン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

1,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

アメリカン・
ドリーム・ファンド

新生インベスト
メント・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位
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エマージング・
ソブリン・オープン
（毎月決算型）

国際投信
投資顧問

自動
けいぞく
投資コース

5億円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5億円以上 1.05%（税抜 1.0%）
１万円以上
１円単位



世界の財産
３分法ファンド
（不動産・債券・
株式）
毎月分配型

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

グローバル・
ハイインカム・
ストック・ファンド

野村アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

ドイチェ・ライフ・
プラン
７０

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

フィデリティ・
バランス・
ファンド

フィデリティ
投信

累積投資
コース

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5,000万円未満

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

ドイチェ・ライフ・
プラン
３０

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

ドイチェ・ライフ・
プラン
５０

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位
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JPMワールド・
ＣＢ・
オープン

JPモルガン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

高利回り社債
オープン

野村アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

高利回り社債
オープン・
為替ヘッジ

野村アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

エマージング・
カレンシー・
債券ファンド
（毎月分配型）

新生インベスト
メント・
マネジメント

分配金
再投資
コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上 1.575%（税抜 1.5%）

１万円以上
１円単位

ファンド名 運用会社 お取り扱い
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

お取り扱い
窓口



JPM・BRICS５・
ファンド（愛称：
ブリックス・ファイブ）

JPモルガン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

世界好配当
インフラ株
ファンド
（毎月分配型）

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

ＪＦアジア株・
アクティブ・
オープン

JPモルガン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

ＨＳＢＣインド
オープン

ＨＳＢＣ投信
自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

新生・UTI
インドファンド

新生インベスト
メント・
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

HSBCブラジル
オープン

ＨＳＢＣ投信
自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

SGロシア
東欧株ファンド

ソシエテ
ジェネラル
アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

新生・フラトン
VPIC
ファンド

新生インベスト
メント・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

フィデリティ・
ＵＳリート・
ファンドＡ
（為替ヘッジあり）

フィデリティ
投信

累積投資
コース 一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

フィデリティ・
ＵＳリート・
ファンドＢ
（為替ヘッジなし）

フィデリティ
投信

累積投資
コース 一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

ラサール・
グローバルREIT
ファンド
（毎月分配型）

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

ＨＳＢＣチャイナ
オープン

ＨＳＢＣ投信
自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位
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ファンド名 運用会社 お取り扱い
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

お取り扱い
窓口



ＭＳＣＩインデックス・
セレクト・ファンド
コクサイ・
ポートフォリオ

モルガン・
スタンレー・
アセット・
マネジメント
投信

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

ダイワＪ－ＲＥＩＴ
オープン

大和証券
投資信託
委託

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

日本トレンド・セレクト
リバース・トレンド・
オープン

日本トレンド・セレクト
日本トレンド・
マネーポートフォリオ

日本トレンド・セレクト
ハイパー・ウェイブ

日興アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

一律 1.05%（税抜 1.0%）

一律 1.05%（税抜 1.0%）

日本トレンド・セレクトの他のポートフォリオから
のスイッチングでのみご購入いただけます

日本トレンド・セレクトは手数料無しで3つのポートフォリオ間のスイッチングができます（信託
財産留保額はかかる場合があります。詳しくは目論見書でご確認ください）。スイッチングに
よる購入申込単位は、１円以上１円単位です。

１万円以上
１円単位

日本債券ベア
Ｔ＆Ｄ
アセット
マネジメント

自動継続
投資コース 一律 1.05%（税抜 1.0%）10万円以上１円単位
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インベスコ
店頭・成長株
オープン

インベスコ
投信投資
顧問

自動
けいぞく
投資コース

一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

ドイチェ・ヨーロッパ
インカムオープン

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 1.575%（税抜 1.5%）１万円以上１円単位

ゴールドマン・サックス
日本株式マーケット・
ニュートラル・ファンド
（愛称：ＧＳジャパン・
ニュートラル）

ゴールドマン・
サックス・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

ゴールドマン・サックス
米国株式マーケット・
ニュートラル・ファンド
（愛称：ＧＳＵＳ
ニュートラル）

ゴールドマン・
サックス・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

MHAM物価
連動国債ファンド
（愛称：未来予想）

みずほ
投信投資
顧問

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

ファンド名 運用会社 お取り扱い
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

お取り扱い
窓口



＜償還乗換優遇制度について＞

償還乗換優遇制度とは、投資信託の償還金をもって、その支払を受けた販売会社で一定期間内

に新たに別の投資信託をご購入いただく場合に、お申込手数料が無料となるなどの優遇制度で

す。当行では、お客さまが、下記の優遇対象となる償還（予定）ファンドの償還金をもって、本お申込

手数料一覧記載のいずれかの投資信託（「大同のＭＭＦ」は除く。）をお申し込みされる場合に、

手数料を無料とさせていただきます（ただし、インターネット〈新生パワーダイレクト〉での手数料無料

のお取扱いはありません）。なお、償還乗換の際に償還金の支払を受けたことを証する書類を

呈示していただくことがあります。

優遇対象となる償還（予定）ファンド 償還（予定）日 優遇期限

― ― ―

優遇対象とならない償還（予定）ファンド 償還（予定）日

― ―
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１．本文書は、証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 

 

２．この冊子の前半部分は「２２５インデックスファンド」の投資信託説明書（交付目論見書）で

あり、後半部分は「２２５インデックスファンド」の投資信託説明書（請求目論見書）です。

 

 

 



 

 

 

 

 

２２５インデックスファンド 
 

 

投資信託説明書（目論見書） 

2007.01 

 

【訂正事項分】 

2007年7月30日訂正 
 

 

 

 

１．本文書は、証券取引法第13条の規定に基づく目論見書を訂正す

るものです。 

 

２．この冊子の前半部分は「２２５インデックスファンド」の投資

信託説明書（交付目論見書）の訂正事項分であり、後半部分は

「２２５インデックスファンド」の投資信託説明書（請求目論

見書）の訂正事項分です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 



 

 

金融商品取引法等の施行について（お知らせ） 
 

 

証券取引法等の一部を改正する法律が平成18年6月14日に公布されておりますが、その主たる部分は当該公布

の日から1年6月を超えない範囲内において政令で指定する日から施行され、証券取引法は題名を金融商品取引

法と改められ、規定の変更も行われます。 

金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法律等の施行によ

り、投資信託約款の規定等の変更を行っていきますが、この変更により商品性の同一性が失われるものではな

く、また、記載内容に実質的な変更が生じるものではありません。 

なお、金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される法令諸規則の施行後であっても、証券取引

法等に関連する規定に関する記載は、特段の記載がない場合は金融商品取引法等の施行前の旧法令諸規則の規

定に関する記載としてお読みください。 

 

 

[参 考] 予定されている約款変更の内容 

 

投資信託約款の変更により、修正される主な用語等は以下の通りです。 

施行前 施行後 

証券取引法 金融商品取引法 

証券取引所 金融商品取引所 

委託者の認可 委託者の登録 

投資信託及び投資法人に関する法律 

第2条第13項 

投資信託及び投資法人に関する法律 

第2条第8項 

 
 



 

２２５インデックスファンド 
投資信託説明書（交付目論見書）の訂正事項分 

2007年7月30日訂正 

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 

 
 

 

１．本文書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定に基づき投資

家がファンドを取得する際に予めまたは同時に交付を行う目論見書の訂正事項分です。 

 

２．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「２２５インデックスファンド」の募集につい

ては、委託者は、証券取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成19

年1月30日に関東財務局長に提出しており、平成19年1月31日にその効力が生じております。 

 

３．「２２５インデックスファンド」の募集にあたり、委託者は証券取引法第13条の規定に基づく目

論見書のうち、同法第15条第3項の規定に基づき投資家がファンドを取得する時までに投資家から

ご請求があった場合に交付を行う投資信託説明書（請求目論見書）を作成しています。投資信託

説明書（請求目論見書）は、投資家からご請求された場合に交付されます。また、投資家が投資

信託説明書（請求目論見書）の交付をご請求された場合には、請求されたことを記録しておいて

くださいますようお願い申し上げます。 

 

４．「２２５インデックスファンド」は、主として株式など値動きのある有価証券に投資しますので、

基準価額は変動します。したがいまして、投資元本が保証されているものではありません。また、

収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家

の皆様に帰属します。 

 
 

 

１．投資信託説明書（交付目論見書）の訂正理由 

平成19年7月30日に有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、下記の通り投資信託説明書（交付目

論見書）に訂正を行います。なお、本文中の下線部    は、訂正箇所を示します。また、訂正後のみを

記載する場合があります。 

 

 

「目論見書の概要 費用と税金」の直接ご負担いただく費用・税金の表が、下記の通りに置き換わります。 

 
 

 

時期 項目 費用・税金 

 
お 買 付 時 

 
お申込価額（注１）に対して・・・・・・・・・・・・・・・上限2.1％（税抜2.0％） 

 
申込手数料 

収益分配時 源泉徴収税 普通分配金に
対して 

償 還 時 源泉徴収税 償還価額の個
別元本超過額

（注2）に対して

 
ご 換 金 時 
（解約請求） 

解約価額の個

別元本超過額

（注2）に対して

 
源泉徴収税 

 
[平成21年3月31日まで] 

10％ 
（所得税7％、地方税3％） 

 

の源泉徴収・申告不要制度 
 

（注3） 

 
[平成21年4月1日から] 

20％ 
（所得税15％、地方税5％）

 

の源泉徴収・申告不要制度

（注3）



２．投資信託説明書（交付目論見書）の訂正事項 

 

 

Ⅲ．申込手続等の概要 

３．その他手数料等及び税金（投資信託説明書（交付目論見書）11頁～12頁 下記の通り訂正されます。） 

 

＜訂正前＞ 

（３）課税上の取扱い 

◆個人、法人別の課税の取扱いについて 

①個人の受益者に対する課税 

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時及び

償還時の個別元本超過額については、10％（所得税7％および地方税3％）の税率による源泉徴収が行わ

れ、申告不要制度が適用されます。確定申告の必要はありませんので、10％の源泉分離課税と実質的に

同じこととなります。なお、確定申告を行い、総合課税を選択することもできます。一部解約時および

償還時の損失については、確定申告により、株式等の売却益との通算（3年間の繰越控除対象）が可能

となります。なお、上記の10％（所得税7％および地方税3％）の税率は、平成20年4月1日から、20％（所

得税15％および地方税5％）となります。 

買取請求時の1口当たりの手取額は、買取約定成立の日の基準価額から、販売会社にかかる源泉徴収税

額に相当する金額（個別元本超過額の7％、平成20年4月1日から15％。なお、一定の条件を満たせば免

除される場合があります。）を差し引いた金額となります。買取差益は、譲渡所得として10％（所得税

7％および地方税3％）の申告分離課税の対象となり、確定申告を行うことが必要です。買取差損益につ

いては、確定申告により、株式等の譲渡による所得との通算（3年間の繰越控除対象）が可能となりま

す。なお、上記の10％（所得税7％および地方税3％）の税率は、平成20年1月1日から、20％（所得税15％

および地方税5％）となる予定です。 

 

②法人の受益者に対する課税 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時およ

び償還時の個別元本超過額については、所得税7％の税率で源泉徴収され法人の受取額となります（地

方税の源泉徴収はありません）。 

なお、上記の所得税7％の税率は、平成20年4月1日から、所得税15％となります。 

買取請求時の1口当たりの手取額は、買取約定成立の日の基準価額から、販売会社にかかる源泉徴収税

額に相当する金額（個別元本超過額の7％、平成20年4月1日から15％。なお、一定の条件を満たせば免

除される場合があります。）を差し引いた金額となります。この税相当額は税金ではないため、税額控

除はありません。 

（以下略） 

 

＜訂正後＞ 

（３）課税上の取扱い 

◆個人、法人別の課税の取扱いについて 

①個人の受益者に対する課税 

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時及び

償還時の個別元本超過額については、10％（所得税7％および地方税3％）の税率による源泉徴収が行わ

れ、申告不要制度が適用されます。確定申告の必要はありませんので、10％の源泉分離課税と実質的に

同じこととなります。なお、確定申告を行い、総合課税を選択することもできます。一部解約時および

償還時の損失については、確定申告により、株式等の売却益との通算（3年間の繰越控除対象）が可能

となります。なお、上記の10％（所得税7％および地方税3％）の税率は、平成21年4月1日から、20％（所

得税15％および地方税5％）となります。 

買取請求時の1口当たりの手取額は、買取約定成立の日の基準価額から、販売会社にかかる源泉徴収税

額に相当する金額（個別元本超過額の7％、平成21年4月1日から15％。なお、一定の条件を満たせば免

除される場合があります。）を差し引いた金額となります。買取差益は、譲渡所得として10％（所得税

7％および地方税3％）の申告分離課税の対象となり、確定申告を行うことが必要です。買取差損益につ

いては、確定申告により、株式等の譲渡による所得との通算（3年間の繰越控除対象）が可能となりま

す。なお、上記の10％（所得税7％および地方税3％）の税率は、平成21年1月1日から、20％（所得税15％

および地方税5％）となる予定です。 



 

②法人の受益者に対する課税 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時およ

び償還時の個別元本超過額については、所得税7％の税率で源泉徴収され法人の受取額となります（地

方税の源泉徴収はありません）。 

なお、上記の所得税7％の税率は、平成21年4月1日から、所得税15％となります。 

買取請求時の1口当たりの手取額は、買取約定成立の日の基準価額から、販売会社にかかる源泉徴収税

額に相当する金額（個別元本超過額の7％、平成21年4月1日から15％。なお、一定の条件を満たせば免

除される場合があります。）を差し引いた金額となります。この税相当額は税金ではないため、税額控

除はありません。 

（以下略） 

 

 

４．管理及び運営の概要（投資信託説明書（交付目論見書）13頁～14頁 下記の通り訂正されます。） 

 

＜訂正前＞ 

（５）信託の終了 

②委託者は、次のいずれかの場合には投資信託契約を解約し、信託を終了させます。 

a. 監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたとき。 

b. 委託者が、監督官庁より認可の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督

官庁が委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じ、その投資信託約款の変更が有効

に成立した場合を除きます。)。 

c. 受託者が辞任する場合で、委託者が新受託者を選任できないとき。 
 

＜訂正後＞ 

（５）信託の終了 

②委託者は、次のいずれかの場合には投資信託契約を解約し、信託を終了させます。 

a. 監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたとき。 

b. 委託者が、監督官庁より認可の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督

官庁が委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じ、その投資信託約款の変更が有効

に成立した場合を除きます。)。 

※なお、金融商品取引法等が施行された場合には、認可を登録と読み替えます。 

c. 受託者が辞任する場合で、委託者が新受託者を選任できないとき。 
 

 

 

Ⅳ．ファンドの運用状況等 

１．運用状況（投資信託説明書（交付目論見書）15頁～19頁 該当箇所が下記の通りに置き換わります。） 

 

（１）投資状況 

資産の種類別、地域別の投資状況 

（平成19年5月31日現在）

資産の種類 国名 時価合計（百万円） 投資比率（％） 

株式 日本 6,948 93.60 

コール・ローン、その他の資産（負債差引後） 日本 475 6.40 

合計（純資産総額） － 7,423 100.00 

（注）1 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 

（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。） 

2 株価指数先物取引を買建ており、その時価は、464百万円となっております。 

 



（３）運用実績 

 

①純資産の推移 

平成19年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の

通りです。 

 

純資産総額 

（分配落） 

（単位:百万円）

純資産総額 

（分配付） 

（単位:百万円）

1口当たりの 

純資産額 

（分配落） 

（単位:円） 

1口当たりの 

純資産額 

（分配付） 

（単位:円） 

第11期 計算期間 

（平成9年10月29日現在） 
12,078 12,237 0.3812 0.3862 

第12期 計算期間 

（平成10年10月29日現在） 
7,605 7,655 0.3090 0.3110 

第13期 計算期間 

（平成11年10月29日現在） 
10,737 10,790 0.4032 0.4052 

第14期 計算期間 

（平成12年10月30日現在） 
5,961 5,999 0.3228 0.3248 

第15期 計算期間 

（平成13年10月29日現在） 
7,130 7,130 0.2378 0.2378 

第16期 計算期間 

（平成14年10月29日現在） 
6,832 6,832 0.1954 0.1954 

第17期 計算期間 

（平成15年10月29日現在） 
7,359 7,420 0.2400 0.2420 

第18期 計算期間 

（平成16年10月29日現在） 
6,079 6,130 0.2400 0.2420 

第19期 計算期間 

（平成17年10月31日現在） 
6,332 6,395 0.3019 0.3049 

平成18年5月末日 7,055 － 0.3440 － 

平成18年6月末日 7,142 － 0.3451 － 

平成18年7月末日 7,145 － 0.3438 － 

平成18年8月末日 7,476 － 0.3590 － 

平成18年9月末日 7,482 － 0.3598 － 

第20期 計算期間 

（平成18年10月30日現在） 
7,349 7,410 0.3617 0.3647 

平成18年10月末日 7,402 － 0.3627 － 

平成18年11月末日 7,387 － 0.3599 － 

平成18年12月末日 7,577 － 0.3811 － 

平成19年1月末日 7,465 － 0.3843 － 

平成19年2月末日 7,280 － 0.3890 － 

平成19年3月末日 7,222 － 0.3838 － 

平成19年4月末日 7,192 － 0.3861 － 

平成19年5月末日 7,423 － 0.3964 － 

 
 



②分配の推移 

直近10計算期間の分配の推移は次の通りです。 

 1口当たりの分配金（円）

第11期 計算期間（平成9年10月29日） 0.0050 

第12期 計算期間（平成10年10月29日） 0.0020 

第13期 計算期間（平成11年10月29日） 0.0020 

第14期 計算期間（平成12年10月30日） 0.0020 

第15期 計算期間（平成13年10月29日） 0.0000 

第16期 計算期間（平成14年10月29日） 0.0000 

第17期 計算期間（平成15年10月29日） 0.0020 

第18期 計算期間（平成16年10月29日） 0.0020 

第19期 計算期間（平成17年10月31日） 0.0030 

第20期 計算期間（平成18年10月30日） 0.0030 

 

 

③収益率の推移 

直近10計算期間の収益率の推移は次の通りです。 

 収益率（％） 

第11期 計算期間（平成8年10月30日 ～ 平成9年10月29日） △18.90 

第12期 計算期間（平成9年10月30日 ～ 平成10年10月29日） △18.42 

第13期 計算期間（平成10年10月30日 ～ 平成11年10月29日） 31.13 

第14期 計算期間（平成11年10月30日 ～ 平成12年10月30日） △19.44 

第15期 計算期間（平成12年10月31日 ～ 平成13年10月29日） △26.33 

第16期 計算期間（平成13年10月30日 ～ 平成14年10月29日） △17.83 

第17期 計算期間（平成14年10月30日 ～ 平成15年10月29日） 23.85 

第18期 計算期間（平成15年10月30日 ～ 平成16年10月29日） 0.83 

第19期 計算期間（平成16年10月30日 ～ 平成17年10月31日） 27.04 

第20期 計算期間（平成17年11月1日 ～ 平成18年10月30日） 20.80 

第21期 計算期間中（平成18年10月31日 ～ 平成19年5月31日） 9.59 

（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準

価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除

して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第21期計算期間中については平成19年5月31日

の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得

た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。） 



２．財務ハイライト情報（投資信託説明書（交付目論見書）20頁～22頁 下記の内容が末尾に追加されます。） 

 

以下の情報は、有価証券届出書の｢第三部ファンドの詳細情報、第４ファンドの経理状況」に記載されている

「中間財務諸表」（当該「中間財務諸表」については、新日本監査法人による監査を受けており、中間監査

報告書は、有価証券届出書の｢第三部ファンドの詳細情報、第４ファンドの経理状況」に記載されている「中

間財務諸表」に添付されています。）から抜粋して記載したものです。 

 

 

（１）中間貸借対照表 
（単位 : 円）

第21期中間計算期間 
（平成19年4月30日現在） 

期  別 

 

科  目 金  額 

資産の部  

流動資産  

金銭信託 118,756 

コール・ローン 427,423,225 

株式 6,763,329,600 

派生商品評価勘定 15,814,800 

未収配当金 32,026,464 

未収利息 18,993 

流動資産合計 7,238,731,838 

資産合計 7,238,731,838 

負債の部  

流動負債  

前受金 17,040,000 

未払解約金 17,234,137 

未払受託者報酬 3,852,356 

未払委託者報酬 16,565,261 

その他未払費用 192,422 

流動負債合計 54,884,176 

負債合計 54,884,176 

純資産の部  

元本等  

元本  

元本 9,303,442,488 

剰余金  

中間欠損金 2,119,594,826 

（分配準備積立金） （1,004,750,250）

純資産合計 7,183,847,662 

負債・純資産合計 7,238,731,838 

 

（２）中間損益及び剰余金計算書 
（単位 : 円）

第21期中間計算期間 

（自 平成18年10月31日 

   至 平成19年4月30日） 

期  別 

 

科  目 金  額 

営業収益  

受取配当金 41,588,352 

受取利息 609,246 

有価証券売買等損益 471,705,404 

派生商品取引等損益 8,186,800 

その他収益 39,984 

営業収益合計 522,129,786 

営業費用  

受託者報酬 3,852,356 

委託者報酬 16,565,261 

その他費用 192,422 

営業費用合計 20,610,039 

営業利益金額 501,519,747 

経常利益金額 501,519,747 

中間純利益金額 501,519,747 

一部解約に伴う中間純利益

金額分配額 
57,476,693 

期首欠損金 2,809,597,430 

欠損金減少額 407,218,804 

（当中間期一部解約に伴う

欠損金減少額） 
（407,218,804）

欠損金増加額 161,259,254 

（当中間期追加信託に伴う

欠損金増加額） 
（161,259,254）

分配金 － 

中間欠損金 2,119,594,826 

 

 



 

（３）中間注記表 
 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期  別 

項  目 

第21期中間計算期間 

（自 平成18年10月31日 至 平成19年4月30日） 

1 運用資産の評価基準 

及び評価方法 

 

（1）株式 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、証券取引所における最終相場（最終相場のないものについては、

それに準ずる価額）、日本証券業協会が発表する基準値、金融機関の提示する価額（ただ

し、売り気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手し

た価額で評価しております。 

 （2）先物取引 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算日の清算値段（清算価

格）又は証拠金算定基準値段としております。 

2 費用・収益の計上基準 

 

（1）受取配当金 

原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、

未だ確定していない場合には予想配当金額の90％を計上し、残額については入金時に計上

しております。 

（2）有価証券売買等損益、派生商品取引等損益 

約定日基準で計上しております。 

3 表示 平成18年4月20日付内閣府令第49号による投資信託財産計算規則の改正により、表示方法

が以下のとおり変更されております。 

（1）中間貸借対照表 

純資産の部は、従来の元本及び剰余金の区分から、元本等及び評価・換算差額等の区分

となりました。ただし、評価・換算差額等の区分は記載すべき事項がないため、記載を省

略しております。 

（2）中間損益及び剰余金計算書 

経常損益の部、営業損益の部の表示は廃止されました。また、営業損益、経常損益及び

中間純損益は、当期から営業損益金額、経常損益金額及び中間純損益金額としております。

4 その他 当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当中間計算期間は、平成18年10月31日か

ら平成19年4月30日までとなっております。 

 
 
 

Ⅴ．その他 
１．委託会社の概況（投資信託説明書（交付目論見書）23頁 下記の通りに置き換わります。） 
 
②会社の沿革 
昭和55年12月19日   第一投信株式会社設立 

同年12月26日「証券投資信託法」（当時）に基づく免許取得 
平成9年12月1日     社名を長期信用投信株式会社に変更 
平成11年2月25日    大同生命保険相互会社（現：大同生命保険株式会社）の傘下に入る 
平成11年4月1日     社名を大同ライフ投信株式会社に変更 
平成14年1月24日    投資顧問業者の登録 
平成14年6月11日    投資一任契約に係る業務の認可 
平成14年7月1日     ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、 

ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更 
平成18年8月28日    社名をＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社に変更 
平成19年3月30日    株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの直接子会社となる 
 

③大株主の状況 

平成19年5月末日現在

株主名 住所 所有株数 所有比率 

株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス 東京都港区海岸一丁目2番3号 1,082,500株 100.00％

 



 

 
約款の末尾に下記の内容が追加されます。 

 
 

＜お知らせ＞ 

 

 

  金融商品取引法ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法律が施行された場合に

は、信託約款中の（委託者の認可取消等に伴う取扱い）の規定につきましては、規定していた法令が投資信託及

び投資法人に関する法律から金融商品取引法に変更となる部分を含みますので、以下の通りお読み替えください。

（下線部は変更部分を示します。） 

 
 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第 42 条  委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者

は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

②  前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に

引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 45 条第 4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会

社と受託者との間において存続します。 
 



２２５インデックスファンド 
投資信託説明書（請求目論見書）の訂正事項分 

2007年7月30日訂正 

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 
 

 

 

１．本文書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第3項の規定に基づき投資家

がファンドを取得する時までに投資家から請求があった場合に交付を行う目論見書の訂正事項分で

す。 

 

２．この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「２２５インデックスファンド」の募集については、

委託者は、証券取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成19年1月30日に

関東財務局長に提出しており、平成19年1月31日にその効力が生じております。 

 

３．「２２５インデックスファンド」は、主として株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基

準価額は変動します。したがいまして、投資元本が保証されているものではありません。また、収益

や投資利回り等も未確定の商品です。投資信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家の皆様に

帰属します。 

 

 

 

１．投資信託説明書（請求目論見書）の訂正理由 

平成19年7月30日に有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、下記の通り投資信託説明書（請求

目論見書）に訂正を行います。なお、本文中の下線部    は、訂正箇所を示します。また、訂正後のみ

を記載する場合があります。 

 

 

２．投資信託説明書（請求目論見書）の訂正事項 

 

 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要（投資信託説明書（請求目論見書）3頁～4頁 下記の通り訂正されます。） 

 

＜訂正前＞ 

（５）その他 

①信託の終了 

ｃ．委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者

は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。なお，当ファンドは、監督官庁が、この投資

信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、

下記の「②投資信託約款の変更(4)」に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間

において存続します。 

（以下略） 

 

＜訂正後＞ 

（５）その他 

①信託の終了 

ｃ．委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者

は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。なお，当ファンドは、監督官庁が、この投資

信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、

下記の「②投資信託約款の変更(4)」に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間

において存続します。 

※なお、金融商品取引法等が施行された場合には、認可を登録と読み替えます。 

（以下略） 



第４ ファンドの経理状況 

（投資信託説明書（請求目論見書）6頁～20頁「第４ファンドの経理状況 １財務諸表」の末尾に以下の記載なら

びに次頁以下の中間監査報告書および中間財務諸表が追加されます。） 

 
1．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大

蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する

規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しており

ます。 

また、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

2．当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第21期中間計算期間（平成18年10月31日から平成

19年4月30日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人による中間監査を受けております。 

その中間監査報告書は、該当する中間財務諸表の直前に添付しております。 





１．中間財務諸表 

２２５インデックスファンド 

 

（１）中間貸借対照表 

 
（単位 : 円）

第21期中間計算期間 
（平成19年4月30日現在） 

期  別 

 

科  目 金  額 

資産の部  

流動資産  

金銭信託 118,756 

コール・ローン 427,423,225 

株式 6,763,329,600 

派生商品評価勘定 15,814,800 

未収配当金 32,026,464 

未収利息 18,993 

流動資産合計 7,238,731,838 

資産合計 7,238,731,838 

負債の部  

流動負債  

前受金 17,040,000 

未払解約金 17,234,137 

未払受託者報酬 3,852,356 

未払委託者報酬 16,565,261 

その他未払費用 192,422 

流動負債合計 54,884,176 

負債合計 54,884,176 

純資産の部  

元本等  

元本  

元本 9,303,442,488 

剰余金  

中間欠損金 2,119,594,826 

（分配準備積立金） （1,004,750,250）

純資産合計 7,183,847,662 

負債・純資産合計 7,238,731,838 

 

（２）中間損益及び剰余金計算書 

 
（単位 : 円）

第21期中間計算期間 

（自 平成18年10月31日 

   至 平成19年4月30日）

期  別 

 

科  目 金  額 

営業収益  

受取配当金 41,588,352 

受取利息 609,246 

有価証券売買等損益 471,705,404 

派生商品取引等損益 8,186,800 

その他収益 39,984 

営業収益合計 522,129,786 

営業費用  

受託者報酬 3,852,356 

委託者報酬 16,565,261 

その他費用 192,422 

営業費用合計 20,610,039 

営業利益金額 501,519,747 

経常利益金額 501,519,747 

中間純利益金額 501,519,747 

一部解約に伴う中間純利益

金額分配額 
57,476,693 

期首欠損金 2,809,597,430 

欠損金減少額 407,218,804 

（当中間期一部解約に伴う

欠損金減少額） 
（407,218,804）

欠損金増加額 161,259,254 

（当中間期追加信託に伴う

欠損金増加額） 
（161,259,254）

分配金 － 

中間欠損金 2,119,594,826 

 

 



 

（３）中間注記表 
 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期  別 

項  目 

第21期中間計算期間 

（自 平成18年10月31日 至 平成19年4月30日） 

1 運用資産の評価基準 

及び評価方法 

 

（1）株式 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、証券取引所における最終相場（最終相場のないも

のについては、それに準ずる価額）、日本証券業協会が発表する基準値、金

融機関の提示する価額（ただし、売り気配相場は使用しない）又は価格提供

会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 

 （2）先物取引 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算日の清算

値段（清算価格）又は証拠金算定基準値段としております。 

2 費用・収益の計上基準 

 

（1）受取配当金 

原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合に

は当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90％を計上し、残

額については入金時に計上しております。 

（2）有価証券売買等損益、派生商品取引等損益 

約定日基準で計上しております｡ 

3 表示 平成18年4月20日付内閣府令第49号による投資信託財産計算規則の改正に

より、表示方法が以下のとおり変更されております。 

（1）中間貸借対照表 

純資産の部は、従来の元本及び剰余金の区分から、元本等及び評価・換算

差額等の区分となりました。ただし、評価・換算差額等の区分は記載すべき

事項がないため、記載を省略しております。 

（2）中間損益及び剰余金計算書 

経常損益の部、営業損益の部の表示は廃止されました。また、営業損益、

経常損益及び中間純損益は、当期から営業損益金額、経常損益金額及び中間

純損益金額としております。 

4 その他 当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当中間計算期間は、平成18

年10月31日から平成19年4月30日までとなっております。 

 

（中間貸借対照表に関する注記） 

第21期中間計算期間 

（平成19年4月30日現在） 

1 担保に供されている資産 

先物取引証拠金の代用として差入れている資産は次のとおりであります。

株式 563,800,000円 

2 中間計算期間の末日における受益権の総数 

18,606,884,976口 

3 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 

元本の欠損 2,119,594,826円 

4 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 

1口当たり純資産額 

（1万口当たり純資産額 

0.3861円 

3,861円） 

 



 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 

期   別 

項   目 

第21期中間計算期間 

（自 平成18年10月31日 

   至 平成19年4月30日） 

（1）営業取引 

受託者報酬 3,852,356円

（2）営業取引以外の取引 

受託会社との取引高 

－円

 
 
（その他の注記） 

1 元本の移動 

期  別 

項  目 

第21期中間計算期間 

（自 平成18年10月31日 

   至 平成19年4月30日） 

期首元本額 10,158,230,625 円 

期中追加設定元本額 616,931,535 円 

期中一部解約元本額 1,471,719,672 円 

 

 

2 売買目的有価証券の中間貸借対照表計上額等 

 

第21期中間計算期間（自 平成18年10月31日  至 平成19年4月30日） 

該当事項はありません。 

 

 

3 デリバティブ取引関係 

 

第21期中間計算期間（自 平成18年10月31日  至 平成19年4月30日） 

取引の時価等に関する事項 

株式関連 

（単位：円）

 
区  分 種  類 契  約  額  等

うち1年超
時  価 評価損益 

  

株価指数先物取引  

買  建  

日経平均株価指数先物 402,000,000 － 417,840,000 15,814,800

市場取引 

  

合  計 402,000,000 － 417,840,000 15,814,800

（注）時価の算定方法 

株価指数先物取引の時価については、原則として証券取引所における計算期間末日の清算値段又

は証拠金算定基準値段で評価しております。 



 

第５ 設定及び解約の実績（投資信託説明書（請求目論見書）20頁 下記の通りに置き換わります。） 

 

直近10計算期間の設定及び解約の実績は次の通りです。 

 設定口数 解約口数 

第11期 計算期間 

（平成8年10月30日 ～ 平成9年10月29日） 
7,713,150,000 12,332,192,076 

第12期 計算期間 

（平成9年10月30日 ～ 平成10年10月29日） 
987,338,462 8,066,849,218 

第13期 計算期間 

（平成10年10月30日 ～ 平成11年10月29日） 
46,271,330,454 44,249,305,462 

第14期 計算期間 

（平成11年10月30日 ～ 平成12年10月30日） 
6,324,267,242 14,488,678,308 

第15期 計算期間 

（平成12年10月31日 ～ 平成13年10月29日） 
17,216,712,302 5,694,400,936 

第16期 計算期間 

（平成13年10月30日 ～ 平成14年10月29日） 
11,142,092,294 6,159,747,942 

第17期 計算期間 

（平成14年10月30日 ～ 平成15年10月29日） 
2,014,190,400 6,322,824,294 

第18期 計算期間 

（平成15年10月30日 ～ 平成16年10月29日） 
999,412,876 6,326,584,462 

第19期 計算期間 

（平成16年10月30日 ～ 平成17年10月31日） 
648,296,256 5,011,653,328 

第20期 計算期間 

（平成17年11月1日 ～ 平成18年10月30日） 
3,937,902,640 4,594,287,856 

第21期 計算期間中 

（平成18年10月31日 ～ 平成19年5月31日） 
1,627,165,910 3,219,024,884 

（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。 
 





 

 

 

 

 

１．本文書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定に基

づき投資家がファンドを取得する際に予めまたは同時に交付を行う目論見書です。 

 

２．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「２２５インデックスファンド」の募集

については、委託者は、証券取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届

出書を平成19年1月30日に関東財務局長に提出しており、平成19年1月31日にその効力が生

じております。 

 

３．「２２５インデックスファンド」の募集にあたり、委託者は証券取引法第13条の規定に基

づく目論見書のうち、同法第15条第3項の規定に基づき投資家がファンドを取得する時ま

でに投資家からご請求があった場合に交付を行う投資信託説明書（請求目論見書）を作成

しています。投資信託説明書（請求目論見書）は、投資家からご請求された場合に交付さ

れます。また、投資家が投資信託説明書（請求目論見書）の交付をご請求された場合に

は、請求されたことを記録しておいてくださいますようお願い申し上げます。なお、投資

信託説明書（請求目論見書）の記載項目等については、投資信託説明書（交付目論見書）

本文の「Ⅴ．その他３．ファンドの詳細情報の項目」をご参照ください。 

 

 

 

 

       発 行  者 名  ： Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 

 

       代表者の役職氏名： 代表取締役社長  桂 幹洋 

 

       本店の所在の場所： 東京都港区海岸一丁目2番3号 

 

       届出の対象とした募集 

 

       募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称：２２５インデックスファンド 

       募集内国投資信託受益証券の金額       ：継続募集額 

500億円を上限とします。 

 

       有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所   ：該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 投資リスク 

「２２５インデックスファンド」は、主として株式など値動きのある有価証券に投資します

ので、基準価額は変動します。したがいまして、投資元本が保証されているものではありま

せん。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資信託財産に生じた利益および損

失は、全て投資家の皆様に帰属します。 
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目論見書の概要

本概要は有価証券届出書の第一部証券情報、第二部ファンド情報等を要約したものです。
詳細は投資信託説明書（交付目論見書）本文の該当箇所をご参照ください。

投資信託説明書（交付目論見書）本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクをご理解の
うえお申込下さいますよう、お願い申し上げます。

商品分類

ファンドの目的

主な投資制限

投資リスク

信託期間

収益分配

追加型株式投資信託／インデックス型（日経２２５連動型）

わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期的な成長をとらえることを目標に、
日経平均株価をモデルとして運用を行います。

株式の組入については制限を設けません。

株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したが
いまして、当ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。また、収益
や投資利回り等も未確定の商品です。投資信託財産に生じた利益および損失は、
全て投資者に帰属します。

平成28年10月31日まで

毎年１回決算を行います。分配対象額は、利子・配当収入等の全額から諸経費を控
除した額とし、分配金額は、委託者の判断に基づき、原則として運用実績に応じて
決定します。

決算日

お申込期間

お買付単位

お買付価額

毎年10月29日（ただし休業日の場合は翌営業日）

平成19年1月31日から平成20年1月29日まで。（なお、期間満了前に有価証券
届出書を提出することによって更新されます。）

お申込になる販売会社（申込取扱場所）により、お申込単位は異なります。投資信
託説明書（交付目論見書）本文または販売会社（申込取扱場所）でご確認ください。

お申込日の基準価額とします。

お申込になる販売会社（申込取扱場所）により、お申込手数料は異なります。投資
信託説明書（交付目論見書）本文または販売会社（申込取扱場所）でご確認くださ
い。

途中換金

解約請求日の基準価額とします。
なお、1口当たりのお手取り額は、解約価額から源泉徴収税額を差し引いた金額で
す。

換金価額

解約請求及び買取請求により、原則として１万口単位（自動継続投資コースの場合
は1口単位）で毎営業日お申込できます。なお、買取請求の取扱いにつきましては、
投資信託説明書（交付目論見書）本文または販売会社でご確認ください。また、買
取請求は販売会社により取扱いを行わない場合があります。

信託財産留保額

信託報酬 純資産総額に対し、年率 0.5565％（税抜0.53％）

ありません。

お申込手数料



ファンドの特色ファンドの特色

◇ わが国の証券取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価（２２５種・東証）に採用された銘柄を投
資対象とします。

◇ 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

(1)上記投資対象銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。

(2)株式の組入比率は高位を保ちます。

(3)株式以外への資産は、原則として信託財産総額の50％以下とします。

(4)外貨建資産への投資は行いません。

◇ 当ファンドは、株式など値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動します。したがいまして、
当ファンドは投資元本（申込金額に所定の申込手数料（税込）を加えた額で、投資者が当ファンドの取得
時に支払う受渡金額の総額をいいます。）が保証されているものではありません。
また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。当ファンドは預貯金や保険契約とは異なります。また、
当ファンドは預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外で当
ファンドを購入した場合は、投資者保護基金による支払対象ではありません。当ファンドの運用資産（以下、
「投資信託財産」といいます。）に生じた利益および損失は、全て投資者に帰属します。当ファンドの基準
価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

①株式の価格変動リスク
当ファンドは主としてわが国の株式に投資します。一般に、株式の価格は大きく変動します。わが国の株
式市場が下落した場合、または当ファンドが保有する株式の価格下落等の場合には基準価額が値下がりし、
その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。

②金利変動リスク
当ファンドは金融商品にも投資します。一般に、金利が上昇すると金融商品の価格は下落します。この場
合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。

③信用リスク
当ファンドは株式等の有価証券および金融商品に投資します。一般に、有価証券の発行者、または金融商
品の運用先に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、有価証券または金融商品等の価格は下落し、
もしくは価値が無くなることがあります。この場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠
損を生じる恐れがあります。

④流動性リスク
解約による当ファンドの資金流出に対応し、解約資金を手当てするために、通常よりも著しく低い価格での
保有証券の売却を余儀なくされる可能性があります。また、市場の混乱等のために、市場において取引が
できなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場
合には、基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。

◇ 投資者が当ファンドの取得時に支払う所定の申込手数料、当ファンドの投資信託財産から支弁する信託報酬
および証券取引に伴う手数料等の管理費用も、投資者が支払った投資元本に欠損を生じる要因となります。

投資方針投資方針

投資リスク投資リスク
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お申込の手引きお申込の手引き

お買付に関しては ・・・

お申込時期 原則として、毎営業日お申込できます。
なお、お申込の受付時間は午後３時 （本邦証券取引所の半日立会日は午前１１
時） までとさせていただきます。受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日の受付
となります。

お買付単位 [一般コース]  1万口以上1万口単位もしくは10万口以上1万口単位
[自動継続投資コース]  １円以上１円単位もしくは1万円以上１円単位

もしくは10万円以上１円単位
（分配金再投資の場合は１円以上１円単位となります。）
販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は、
販売会社ないしは販売会社についての照会先までお問い合わせください。

お買付価額 お申込日の基準価額です。

お申込手数料

ご換金時期 原則として毎営業日、解約請求および買取請求によりご換金いただけ
ます。（買取請求は販売会社により取扱いを行わない場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。）
なお、解約請求および買取請求の受付時間は午後3時 （本邦証券取引所の半日
立会日は午前11時） までとさせていただきます。受付時間を過ぎてのお申込は、
翌営業日の受付となります。

ご換金単位 原則として１万口単位です。（自動継続投資コースの場合は１口単位）

ご換金価額 解約請求…解約請求日の基準価額です。
なお、解約価額が個別元本を上回った場合、1口当たりのお手取額は解約価
額から源泉徴収税額を差し引いた額となります。

買取請求につきましては、販売会社にお問い合わせください。

お支払開始 解約代金および買取代金のお支払は、原則として解約請求日および
買取約定成立の日から起算して4営業日目以降となります。

ご換金に関しては ・・・

２２５インデックスファンド

販売会社が個別に定めます。
（届出書提出日現在の上限は、お買付価額の2.1％（税抜2.0％）で
す。)



分配金に関しては・・・

分 配 時 期 毎決算時（原則として10月29日）に収益の分配を行います。
ただし、10月29日が休業日の場合は翌営業日を決算日とします。
収益の分配は、約款に定める「収益分配方針」に基づいて行います。

お 手 取 額 分配金から税金を差し引いた額です。
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いの「特別分配金」
（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。「普通分配金」に対
して源泉徴収税が課せられます。

信 託 期 間 平成28年10月31日まで
ただし、受益権口数が10億口を下回る等、約款における信託の終了に関する定め
に該当する場合には、信託期間を繰り上げて終了（償還）させる場合があります。
また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場
合には、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。

償還に関しては・・・

基 準 価 額 取扱販売会社またはＴ＆Ｄアセットマネジメントにお問い合わせいただ
ければ、お知らせします｡

基準価額を知るには・・・

申込取扱場所（販売会社）、払込取扱場所については・・・

下記の照会先までお問い合わせ下さい。

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

マーケティング部 0120－151425（フリーダイヤル）
（受付時間は営業日の午前9時～午後5時（証券取引所の半日立会日は午前9時～正午））

インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/
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費用と税金費用と税金

直接ご負担いただく費用・税金

投資信託財産で間接的にご負担いただく（投資信託財産が支払う）費用・税金

２２５インデックスファンド

（注1）お申込価額とは、「お申込受付日の基準価額（1口当たり）×お申込口数」を
いいます。

（注2）個別元本とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等をいいます。
（注3）個人の受益者に対する税金を記載しております。

●税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

費用・税金

純資産総額に対して・・・・・・・ 0.5565％（税抜0.53％）

時期 項目

毎 日 信託報酬

●その他、投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（税込）および証券取引に伴
う手数料等を、投資信託財産でご負担いただきます。

●税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

委託会社 0.2940％（税抜0.28％）
販売会社 0.1575％（税抜0.15％）
受託会社 0.1050％（税抜0.10％）

内訳

時期 項目 費用・税金

お 買 付 時 お申込価額（注１）に対して・・・・・・・・・・・・・・・上限2.1％（税抜2.0％）申込手数料

収益分配時 源泉徴収税
普通分配金に
対して

償 還 時 源泉徴収税
償還価額の個
別元本超過額
（注2）に対して

ご 換 金 時
（解約請求）

解約価額の個
別元本超過額
（注2）に対して

源泉徴収税 [平成20年3月31日まで]

10％
（所得税7％、地方税3％）

の源泉徴収・申告不要制度

（注3）

[平成20年4月1日から]

20％
（所得税15％、地方税5％）

の源泉徴収・申告不要制度

（注3）



運用実績運用実績

－対象期間（各計算期間）－
第11期計算期間（平成8年10月30日）
～第20期計算期間末（平成18年10月30日）まで

■当ファンドの各計算期間毎の収益率の推移
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▲18 .90

0 .83
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注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計

算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控

除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点

以下第3位を四捨五入して算出しております。）

収益率 ＝
計算期間末基準価額（分配付の額）－ 前期末基準価額（分配落の額）

前期末基準価額（分配落の額）
× 100

２２５インデックスファンド
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Ⅰ．ファンドの概要 

 
１．基本情報 
 

（１）ファンドの名称 

２２５インデックスファンド 

（以下「当ファンド」といいます。） 

 

（２）内国投資信託受益証券の形態等 

追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。 

当ファンドは、格付を取得していません。 

当ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替

に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含

め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(６)振

替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条

に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振

替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録さ

れることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者であるＴ＆Ｄアセットマ

ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益

証券を発行しません。 

 

 

（３）発行価額の総額 

500億円を上限とします。 

 

（４）発行価額 

取得申込日の基準価額（※）とします。 

※ 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）をその時

の発行済受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当

たりに換算した価額で表示されます。） 

基準価額につきましては、委託者（以下「委託会社」ということがあります。）の指定する証券

会社および登録金融機関（以下、委託者も含め、「販売会社」ということがあります。）ないし

は下記にお問い合わせください。 

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 

マーケティング部  0120－151425（フリーダイヤル） 

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時（証券取引所の半日立会日は午前9時～正午）） 

インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/ 

 

（５）信託金の限度額 

信託金の限度額は500億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することがで

きます。 

 

（６）振替機関に関する事項 

当ファンドの振替機関は下記の通りです。 

株式会社証券保管振替機構 

 

（７）その他 

① 日本以外の地域における発行はありません。 
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② 振替受益権について 

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(６)振替機関に関する事項」に記載

の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 

当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(６)振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

（参考） 

◆投資信託振替制度（｢振替制度｣と称する場合があります。）とは 

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま

す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 

・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。 

・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 

・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 

 

 

２．ファンドの仕組み 
 

①ファンドの仕組み図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②委託者およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割（委託会社が関係法人と

締結している契約等の概要を含みます。）  

ａ．委託者（委託会社） 

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 

委託者は、投資信託約款（投資信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。 

(1)投資信託約款の届出 

(2)投資信託財産の運用指図 

(3)投資信託財産の計算（毎日の基準価額の計算） 

(4)目論見書および運用報告書の作成等 

委託者は、これらの業務に対する報酬として、信託報酬の一部を受け取ります。 

ｂ．受託者（以下「受託会社」ということがあります。） 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

受託者は、投資信託約款（投資信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。 

(1)投資信託財産の保管・管理・計算 

(2)委託者の指図に基づく投資信託財産の処分 

収益分配金 

・償還金等 

収益分配金

・償還金等

収益分配金

・償還金等

損益 

投資 信託金 お申込金 お申込金 お
申
込
者
（
受
益
者
） 

 
 

販
売
会
社 

（
委
託
会
社
を
含
み
ま
す
） 

委
託
者
（
委
託
会
社
） 

受
託
者
（
受
託
会
社
） 

証
券
・
金
融
市
場 

投資信託契約 
投資信託受益権の 

取扱に関する契約 
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なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができ

ます。 

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 

当ファンドの受託者として投資信託財産の保管・管理業務等を行います。 

受託者は、これらの業務に対する報酬として、信託報酬の一部を受け取ります。 

ｃ．販売会社 

販売会社は、委託者との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約」（別の名称で

同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。）等に基づき、主に次の業務を行います。 

(1)受益権の募集・販売の取扱い 

(2)受益権の一部解約請求の取扱い 

(3)一部解約金、収益分配金および償還金の支払いの取扱い 

(4)目論見書、運用報告書の交付等 

販売会社は、これらの業務に対する報酬として、委託者が受け取る信託報酬の一部を受け取

ります。 

 

Ⅱ．運用の内容 
 
１．ファンドの特色等 
 

（１）ファンドの目的及び基本的性格 

当ファンドは、追加型株式投資信託・インデックス型（日経２２５連動型）に属し、日経平均

株価（２２５種・東証）をモデルとして、わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期的な

成長をとらえることを目標に運用を行うことを基本とします。 

＊「インデックス型（日経２２５連動型）」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法に

おいて、「約款上、株式への投資に制限を設けず、日経２２５指数に連動する運用成果を目指

すもの」として分類されるファンドです。 
 

（２）ファンドの特色 

①日経平均株価（２２５種・東証）に連動する投資成果を目指すファンドです。 

②日経２２５種採用銘柄のうち200銘柄以上の株式に原則として等株数投資を行います。株式

の組入比率はできる限り高位に保ちますので、基準価額は大きく変動することがあります。 

③株式への投資には制限を設けません。 

約款に定める範囲内で有価証券先物取引等を行うことができます。 

④留意事項 

当ファンドは、日経平均株価（２２５種・東証）をモデルとして運用を行いますが、当該株

価指数に連動した投資成果をお約束するものではありません。当ファンドの基準価額の騰落

率と当該株価指数の騰落率との間に乖離を生ずる主な要因として、以下のものがあげられま

す。 

・資金の流出入に伴う株式売買手数料、および信託報酬率等管理費用の支払い。 

・当ファンドが売買約定した株式等の価格と取引所終値との差による影響。 

・解約に備えた余裕資金をプールする目的等で、株価指数先物の取引も利用しているため。 

・指数構成銘柄の一部を組み入れないことによる影響。 

当ファンドは、通常の投資管理の方法（内外経済・金融情勢、産業・企業分析および証券市

場分析に基づいてポートフォリオに組み入れた有価証券を変更するもの）によって運用する

ものではありません。 

⑤日経平均株価（以下「日経２２５」といいます。）とは 

・日本を代表する銘柄で構成されている日経２２５は、数ある株価指数のなかでも５０年以
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上に及ぶ歴史があり、内外の投資家や株式市場関係者に最もよく知られています。 

・①1949年（昭和24年）以後、今日まで継続して算出されていること、②その時代を反映さ

せるため、定期的な見直しにより構成銘柄の入替えが行われていること、③同指数の先

物が海外（シカゴ、シンガポール）の取引所で上場されており、国際的にも認知されて

いること、などから判断して、わが国の株式市場動向を反映する代表的な指数といえま

す。 

 

・「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であ

り、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体及び日経平均株価を算定する手法に対して、著作権その

他一切の知的財産権を有しています。 

・｢日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社

に帰属しています。 

・当ファンドは、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社及び株式会

社日本経済新聞デジタルメディアは、その運用及び当ファンドの受益権の取引に関して、一切の責任を負いませ

ん。 

・株式会社日本経済新聞社及び株式会社日本経済新聞デジタルメディアは、「日経平均株価」を継続的に公表する

義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。 

・株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える

権利及び公表を停止する権利を有しています。 

 
２．投資方針 
 
（１）投資方針 

①基本方針 

この投資信託は、わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期的な成長をとらえることを目

標に、日経平均株価をモデルとして運用を行います。 

当ファンドは日経平均株価（２２５種・東証）に連動する投資成果を目指すファンドです。 

 

②投資態度 

投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行いま

す。 

・上記投資対象銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。 

・株式の組入比率は高位を保ちます。 

・株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。 

・外貨建資産への投資は行いません。 

・ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができ

ない場合があります。 

 

（２）主な投資対象 

わが国の証券取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価（２２５種・東証）に採用さ

れた銘柄を投資対象とします。 

詳しくは当ファンドの投資信託約款第19条をご参照下さい。 

 

（３）主な投資制限 

①当ファンドの投資信託約款に基づく投資制限 

ａ．株式の組入については制限を設けません。（運用の基本方針） 

ｂ．投資する株式の範囲（約款第21条） 

ｃ．先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第22条の2） 
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②「投資信託及び投資法人に関する法律」（以下「投信法」といいます。）および関係法令に基づ

く投資制限 

ａ．委託会社は、一の投資信託財産の純資産総額に100分の50を乗じて得られる額が当該投資信託

財産に係る次のイおよびロに掲げる額（これに係る取引のうち当該取引が評価損を生じたの

と同じ事由により評価益を生じた取引がある場合には当該評価益の合計額を控除した額とし

ます。）ならびにハおよびニに掲げる額の合計額を下回ることとなるにもかかわらず、当該

投資信託財産に係る有価証券先物取引等（投信法施行規則第27条第4項において定義されてい

る「有価証券先物取引等」を意味します。）を行うことまたは継続することを受託会社に指

図してはなりません。 

イ．当該投資信託財産に係る先物取引等評価損（有価証券オプション取引等および有価証券

店頭オプション取引等の売付約定に係るものを除きます。） 

ロ．当該投資信託財産に係る有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引

等のうち売付約定に係るものにおける原証券等の時価とその行使価格との差額であって

当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションに係る

帳簿価額を控除した金額であって評価損となるもの 

ハ．当該投資信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権証券に係る時価とその帳

簿価額の差額であって評価損となるもの 

ニ．当該投資信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券または証

書に係る時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの 

ｂ．委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託

者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株

式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株

式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。 

 

（４）分配方針 

毎決算時（毎年10月29日。ただし、決算日が休業日のときは翌営業日とします。）に、原則と

して以下の方針に基づき分配を行います。 

①分配対象額は、利子・配当収入等の全額から諸経費を控除した額とします。 

②分配金額は、委託者の判断に基づき、原則として運用実績に応じて決定します。 

③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用

を行います。 

④分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当

該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き

ます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前

のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者

とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目（予定）からお支払いします。

「自動継続投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます

が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

※利子、配当収入とは、配当金、利子、およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額

で、諸経費、信託報酬（税込）を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。

ただし、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることが

できます。 

※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、信託報酬（税込）を控除

し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配する

ことができます。ただし、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる

ことができます。 

※毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 
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３．運用体制 
 

当ファンドの運用体制は以下のとおりです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ファンドの運用体制等は平成18年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

投信運用委員会（原則月１回） 

・ファンド別基本運用計画の決定 

・ファンド別資産組入計画等 

月次運用計画の決定 

・ファンド別決算の承認 

ファンド・マネージャー 

・ 運用実施計画の作成 

・ 運用の指図 

投資政策委員会（原則月１回） 

・投資環境および市況見通しの決定  
ストラテジー会議（原則週１回） 

・投資環境、市況見通しのフォロー 

運用審査委員会（原則月１回） 

・運用実績の審査 

投資環境･ 

市況見通し 

検査

報告 

審査

業務管理部 

・運用実績の分析および評価 

・運用リスク管理 

運用管理部 

・売買発注（トレーディングチーム） 

・売買の執行管理 

・売買内容のチェック 

・基準価額の計算 

・先物等リスク評価額管理 

発注指図・売買確認・管理等 

法務・コンプライアンス部 

・ 法令、約款等、運用諸規則
に照らした適正性の検査 

コンプライアンス委員会 

（原則月１回） 

・検査事項の審議 

取締役会 報告

検査

個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、投

信運用委員会（チーフ・インベストメント・オフィサー（運用部門長）を委員長とし、運用企画

部長、運用管理部長、業務管理部長、投信運用担当部長、法務・コンプライアンス部長および委

員長が指名する者を委員として、原則として毎月1回および必要に応じて臨時に開催）での審

議・決定および投信運用担当部長の承認を経て実施されます。 

報告 

運用計画 
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４．投資リスク及びリスク管理体制 
 

（１）当ファンドのもつリスクの特性 

当ファンドは、株式など値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動します。したが

いまして、当ファンドは投資元本（申込金額に所定の申込手数料（税込）を加えた額で、投資者

が当ファンドの取得時に支払う受渡金額の総額をいいます。）が保証されているものではありま

せん。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。当ファンドは預貯金や保険契約とは異な

ります。また、当ファンドは預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

また、証券会社以外で当ファンドを購入した場合は、投資者保護基金による支払対象ではありま

せん。当ファンドの運用資産（以下、「投資信託財産」といいます。）に生じた利益および損失は

全て投資者に帰属します。当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。 

 

①株式の価格変動リスク 

当ファンドは主としてわが国の株式に投資します。一般に、株式の価格は大きく変動します。

わが国の株式市場が下落した場合、または当ファンドが保有する株式の価格下落等の場合には

基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 

②金利変動リスク 

当ファンドは金融商品にも投資します。一般に、金利が上昇すると金融商品の価格は下落しま

す。この場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 

③信用リスク 

当ファンドは株式等の有価証券および金融商品に投資します。一般に、有価証券の発行者、ま

たは金融商品の運用先に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、有価証券または金融商

品等の価格は下落し、もしくは価値が無くなることがあります。この場合には基準価額が値下

がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 

④流動性リスク 

解約による当ファンドの資金流出に対応し、解約資金を手当てするために、通常よりも著しく

低い価格での保有証券の売却を余儀なくされる可能性があります。また、市場の混乱等のため

に、市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくさ

れる可能性があります。これらの場合には、基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠

損を生じる恐れがあります。 

 

上記のほか、投資者が当ファンドの取得時に支払う所定の申込手数料、当ファンドの投資信託財

産から支弁する信託報酬および証券取引に伴う手数料等の管理費用も、投資者が支払った投資元

本に欠損を生じる要因となります。 

 

（２）投資リスクに対する管理体制 

当社の投資リスクに対する管理体制は以下のとおりです。 

前述の「３．運用体制」を定めた社内規定において、市場関連リスク（株価変動リスク等）、

信用リスク、流動性リスク等の投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても

併せ定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものと

なっています。 

 

・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況お

よび運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて（投

資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時）運用計画の見直しを行い、投信

運用委員会および投信運用担当部長による審議・承認を踏まえて、実際の運用指図を行い、

運用管理部（トレーディングチーム）がその執行を行っています。 
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・運用管理部は、ファンドの基準価額の計算を行うとともに、先物・オプション取引等のリス

ク評価額の管理を行い、必要な部署等へ定期的な報告を行っています。 

 

・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス評価・分析

等ファンドの運用に関する審査を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、

運用成績の改善のサポートを行っています。 

 

・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則に照らした適正性の検査を行い、

コンプライアンス委員会で審議し、取締役会に報告を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資リスクに対する管理体制は平成18年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

投信運用委員会・投信運用担当部長による基本運用計画・実施計画の審議・承認 

ファンド・マネージャー・運用管理部（トレーディングチーム）による運用指図と

その執行 

運用管理部による先物等リスク評価額管理と業務管理部による運用リスク管理、

運用実績の分析および評価と運用審査委員会への報告 

法務・コンプライアンス部による検査 
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Ⅲ．申込手続等の概要 

 
１．お買付時 
 

（１）申込期間 

平成19年1月31日（水曜日）から平成20年1月29日（火曜日）まで。 

なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

 

（２）申込取扱場所及び払込取扱場所 

申込取扱場所及び払込取扱場所（販売会社）につきましては、下記にお問い合わせください。 

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 

マーケティング部 0120－151425（フリーダイヤル） 

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時（証券取引所の半日立会日は午前9時～正午）） 

インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/ 

 

（３）お申込の方法 

①取得申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受け付けます。申込の受付は、原則として

営業日の午後3時（本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時）までとし、当該受付時間を過ぎ

た場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあり

ます。また、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受付時間

が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社までお問い合わせください。 

 

②申込方法には、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引き後、

無手数料で再投資される「自動継続投資コース」があります。販売会社によっては、どちらか一

方のみの取扱となる場合があり、また申込単位が異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合

わせください。 

 

③受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。販売価額に申込口数を乗じて得た金額が

申込金額となります。 

 

④当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設された

当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取

得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社（委託者の指定す

る口座管理機関を含みます。）は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当

該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託

により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をする

ため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から

振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな

記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ

ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行

います。 

 

⑤証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込の受付を中

止することおよびすでに受付けた取得の申込の受付を取消すことがあります。 

 

（４）申込手数料 

①申込手数料（1口当たり）は、申込金額（取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た金額を

いいます。以下同じ。）もしくは申込口数に応じ、販売会社が個別に定める率（届出書提出日現
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在の上限は2.1％（税抜2.0％）です。）を、取得申込日の基準価額に乗じて得た額とします。な

お、下記の「（５）申込単位」において、自動継続投資コースを選択された際における収益分配

金を再投資する場合の手数料は無手数料とします。 

 

②申込手数料につきましては、販売会社ないしは上記の「（２）申込取扱場所及び払込取扱場所」

の照会先までお問い合わせください。 

 

（５）申込単位 

収益分配金の受取方法により、申込には、収益の分配時に収益分配金を受け取るコース（以下

「一般コース」といいます。）と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（以下

「自動継続投資コース」といいます。）があります。申込取扱場所（販売会社）によっては、ど

ちらか一方のみの取扱となる場合があり、また申込単位が異なりますので販売会社ないしは上記

の「（２）申込取扱場所及び払込取扱場所」の照会先までお問い合わせください。 

 

①一般コース（届出書提出日現在、当該コースの申込単位は下記の通りです。） 

1万口以上1万口単位もしくは10万口以上1万口単位となります。 

 

②自動継続投資コース（届出書提出日現在、当該コースの申込単位は下記の通りです。） 

1円以上1円単位もしくは1万円以上1円単位もしくは10万円以上1円単位となります。 

ただし収益分配金再投資の場合は1円以上1円単位となります。 

 

（６）払込期日 

当ファンドの受益権の取得申込者は申込代金（申込金額に申込手数料（税込）を加算した額をい

います。以下同じ。）をお申込いただきます販売会社に支払うものとします。払込期日は販売会

社により異なりますので、販売会社ないしは上記の「（２）申込取扱場所及び払込取扱場所」の

照会先までお問い合わせください。 

振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託者の指定する

口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。 

 

２．ご換金等 
 
（１）換金手続等 

①受益者は、委託者に1万口単位（「自動継続投資コース」の場合には1口の整数倍〕）をもって一

部解約の実行を請求することができます。一部解約の実行の請求の受付は、営業日の午後3時

（本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時）までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日

の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、証券取

引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受付時間が変更になることも

ありますのでご注意ください。 

 

②当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受

益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に

係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関

等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

 

③一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。 

 

④一部解約の1口当たりの受取金額は、解約価額から源泉徴収税額を差し引いた金額となります。 

 

⑤証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求
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の受付を中止することおよびすでに受付けた請求の受付を取消すことがあります。 

 

⑥一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から販売会社に

おいて支払います。 

 

⑦解約価額（基準価額）につきましては、委託者または販売会社にお問い合わせください。 

 

⑧販売会社により、買取請求の取扱いを行う場合がありますが、詳しくは販売会社にお問い合わせ

ください。 

 

（２）換金手数料 

換金手数料はありません。 

 

 

３．その他手数料等及び税金 
 

（１）信託報酬等 

委託者および受託者の信託報酬の総額は、約款第29条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信

託財産の純資産総額に年0.5565％（税抜0.53％）を乗じて得た額とします。 

信託報酬の配分については以下の通りとします。 

委託者    0.2940％（税抜0.28％） 

受託者    0.1050％（税抜0.10％） 

販売会社   0.1575％（税抜0.15％） 

上記の信託報酬の総額（税込）は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または

信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。 

 

（２）その他の手数料等 

①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利

息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 

 

②投資信託財産の財務諸表にかかる監査報酬（税込）は、約款第29条に規定する計算期間を通じて

毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.00525％（税抜0.005％）を乗じて得た額とし、毎計算期

間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。 

 

③証券取引に伴う手数料、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（税

込）は、投資信託財産が負担します。この他先物取引・オプション取引等に要する費用について

も投資信託財産が負担します。 

 

（３）課税上の取扱い 

◆個人、法人別の課税の取扱いについて 

①個人の受益者に対する課税 

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約

時及び償還時の個別元本超過額については、10％（所得税7％および地方税3％）の税率による

源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告の必要はありませんので、10％の

源泉分離課税と実質的に同じこととなります。なお、確定申告を行い、総合課税を選択するこ

ともできます。一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、株式等の売却益

との通算（3年間の繰越控除対象）が可能となります。なお、上記の10％（所得税7％および地

方税3％）の税率は、平成20年4月1日から、20％（所得税15％および地方税5％）となります。 

買取請求時の1口当たりの手取額は、買取約定成立の日の基準価額から、販売会社にかかる源



－12－ 

泉徴収税額に相当する金額（個別元本超過額の7％、平成20年4月1日から15％。なお、一定の

条件を満たせば免除される場合があります。）を差し引いた金額となります。買取差益は、譲

渡所得として10％（所得税7％および地方税3％）の申告分離課税の対象となり、確定申告を行

うことが必要です。買取差損益については、確定申告により、株式等の譲渡による所得との通

算（３年間の繰越控除対象）が可能となります。なお、上記の10％（所得税7％および地方税

3％）の税率は、平成20年1月1日から、20％（所得税15％および地方税5％）となる予定です。 

 

②法人の受益者に対する課税 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約

時および償還時の個別元本超過額については、所得税7％の税率で源泉徴収され法人の受取額

となります（地方税の源泉徴収はありません）。 

なお、上記の所得税7％の税率は、平成20年4月1日から、所得税15％となります。 

買取請求時の1口当たりの手取額は、買取約定成立の日の基準価額から、販売会社にかかる源泉

徴収税額に相当する金額（個別元本超過額の7％、平成20年4月1日から15％。なお、一定の条件

を満たせば免除される場合があります。）を差し引いた金額となります。この税相当額は税金

ではないため、税額控除はありません。 

 

◆個別元本について 

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元

本（個別元本）にあたります。 

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行

うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の

算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は

当該支店毎に、「一般コース」と「自動継続投資コース」の両コースで取得する場合はコース別

に、個別元本の算出が行われる場合があります。 

受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を

控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

◆収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる

「特別分配金（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）」の区分があります。 

受益者が収益分配金を受け取る際、ａ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元

本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が

普通分配金となり、ｂ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回ってい

る場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控

除した額が普通分配金となります。 

 

※なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。 
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４．管理及び運営の概要 
 
（１）資産の評価 

基準価額とは投資信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま

す。純資産総額とは、投資信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にした

がって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 

当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。 

株式：原則として基準価額計算日の証券取引所の終値で評価します。 

基準価額（1万口当たり）は毎営業日算出され、委託者または、販売会社にお問合せいただけれ

ば、お知らせいたします。また、基準価額（1万口当たり）は原則として翌日の日本経済新聞朝

刊に［Ｔ＆Ｄアセット］の「インデク」の略号にて掲載されます。 

 

（２）信託期間 

当ファンドの信託期間は平成28年10月31日までですが、下記の「（５）信託の終了」の規定によ

り信託を終了させる場合があります。 

また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合には、受託者

と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。 

 

（３）計算期間 

当ファンドの計算期間は原則として毎年10月30日から翌年10月29日までとします。各計算期間終

了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当

日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 

 

（４）運用報告書 

計算期間終了毎に運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に交付します。 

 

（５）信託の終了 

①ファンドの繰上償還 

ａ．委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10億口を下回るこ

ととなった場合には、受託者と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、

この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 

ｂ．委託者は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であ

ると認めるとき、対象インデックスが改廃の場合、またはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

ｃ．委託者は、ａ．ｂ．の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告（日本経済新

聞に掲載します。）し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる

受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面

を交付したときは、原則として公告を行いません。 

ｄ．ｃ．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

ｅ．ｄ．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、ａ．ｂ．の投資信託契約の解約をしません。 

ｆ．委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。

ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

ｇ．ｄ．からｆ．までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて

いる場合であって、ｄ．の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこ

とが困難な場合には適用しません。 
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②委託者は、次のいずれかの場合には投資信託契約を解約し、信託を終了させます。 
 

a. 監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたとき。 
b. 委託者が、監督官庁より認可の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
き（監督官庁が委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じ、その投資信託

約款の変更が有効に成立した場合を除きます。)。 

c. 受託者が辞任する場合で、委託者が新受託者を選任できないとき。 
 

（６）投資信託約款の変更 

①委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更

しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 
 

②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう

とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に

係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者

に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 
 

③②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べ

るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 
 

④③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える

ときは、①の投資信託約款の変更をしません。 
 

⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由

を公告(日本経済新聞に掲載します。）かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者

に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行いません。 
 

⑥委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記の規

定にしたがいます。 
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Ⅳ．ファンドの運用状況等 

 
１．運用状況 
 

（１）投資状況 

資産の種類別、地域別の投資状況 

（平成18年11月30日現在）

資産の種類 国名 時価合計（百万円） 投資比率（％） 

株式 日本 7,116 96.33 

コール・ローン、その他

の資産（負債差引後） 
日本 271 3.67 

合計（純資産総額） － 7,387 100.00 

（注）1 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 

（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。） 

2 株価指数先物取引を買建ており、その時価は、261百万円となっております。 

 

（２）投資資産 

①投資有価証券の主要銘柄 

イ．評価額上位銘柄（30銘柄） 

（平成18年11月30日現在）

国名 種類 業  種 銘  柄  名
数量

（株）

簿価 

単価 

（円）

簿価金額 

（円） 

時価 

単価 

（円） 

時価金額 

（円） 

投資

比率

（％）

1 日本 株式 電気機器 
アドバンテス

ト 
36,000 5,820 209,520,000 6,060 218,160,000 2.95

2 日本 株式 電気機器 ファナック 18,000 9,560 172,080,000 10,550 189,900,000 2.57

3 日本 株式 電気機器 京セラ 18,000 10,450 188,100,000 10,450 188,100,000 2.55

4 日本 株式 小売業 
ファーストリ

テイリング 
18,000 10,830 194,940,000 10,210 183,780,000 2.49

5 日本 株式 電気機器 キヤノン 27,000 6,270 169,290,000 6,120 165,240,000 2.24

6 日本 株式 電気機器 
東京エレクト

ロン 
18,000 8,620 155,160,000 8,940 160,920,000 2.18

7 日本 株式 電気機器 ＴＤＫ 18,000 9,260 166,680,000 8,860 159,480,000 2.16

8 日本 株式 輸送用機器 本田技研 36,000 4,130 148,680,000 4,100 147,600,000 2.00

9 日本 株式 情報･通信業 ＫＤＤＩ 180 727,000 130,860,000 774,000 139,320,000 1.89

10 日本 株式 化学 信越化学 18,000 7,650 137,700,000 7,650 137,700,000 1.86

11 日本 株式 医薬品 武田薬品 18,000 7,490 134,820,000 7,560 136,080,000 1.84

12 日本 株式 情報・通信業 ソフトバンク 54,000 2,635 142,290,000 2,425 130,950,000 1.77

13 日本 株式 輸送用機器 トヨタ自動車 18,000 6,980 125,640,000 7,020 126,360,000 1.71

14 日本 株式 医薬品 エーザイ 18,000 6,040 108,720,000 6,180 111,240,000 1.51

15 日本 株式 サービス業 セコム 18,000 5,770 103,860,000 6,020 108,360,000 1.47

16 日本 株式 情報・通信業 ＮＴＴデータ 180 577,000 103,860,000 582,000 104,760,000 1.42

17 日本 株式 医薬品 
アステラス製

薬 
18,000 5,270 94,860,000 5,060 91,080,000 1.23
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18 日本 株式 情報・通信業 
ＣＳＫホール

ディングス 
18,000 5,220 93,960,000 5,050 90,900,000 1.23

19 日本 株式 精密機器 テルモ 18,000 4,540 81,720,000 4,700 84,600,000 1.15

20 日本 株式 化学 
富士フイルム

ＨＬＤＧＳ 
18,000 4,350 78,300,000 4,610 82,980,000 1.12

21 日本 株式 電気機器 ソニー 18,000 4,840 87,120,000 4,580 82,440,000 1.12

22 日本 株式 輸送用機器 デンソー 18,000 4,520 81,360,000 4,390 79,020,000 1.07

23 日本 株式 
その他金融

業 

クレディセゾ

ン 
18,000 4,360 78,480,000 4,080 73,440,000 0.99

24 日本 株式 小売業 
セブン＆アイ

・ＨＬＤＧＳ
18,000 3,790 68,220,000 3,690 66,420,000 0.90

25 日本 株式 機械 ダイキン工業 18,000 3,310 59,580,000 3,690 66,420,000 0.90

26 日本 株式 不動産業 住友不動産 18,000 3,840 69,120,000 3,690 66,420,000 0.90

27 日本 株式 精密機器 オリンパス 18,000 3,730 67,140,000 3,630 65,340,000 0.88

28 日本 株式 医薬品 第一三共 18,000 3,450 62,100,000 3,560 64,080,000 0.87

29 日本 株式 情報・通信業 
トレンドマイ

クロ 
18,000 3,700 66,600,000 3,500 63,000,000 0.85

30 日本 株式 情報・通信業 コナミ 18,000 3,060 55,080,000 3,330 59,940,000 0.81

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。 

 

ロ．投資有価証券の種類別及び業種別比率 

（平成18年11月30日現在）

種類 業  種 投 資 比 率（％） 

株式 電気機器 22.44 

株式 情報・通信業 8.27 

株式 医薬品 7.14 

株式 輸送用機器 6.90 

株式 化学 6.19 

株式 小売業 5.47 

株式 機械 3.86 

株式 食料品 3.66 

株式 精密機器 2.82 

株式 建設業 2.78 

株式 不動産業 2.70 

株式 銀行業 2.53 

株式 卸売業 2.42 

株式 サービス業 2.36 

株式 非鉄金属 2.10 

株式 陸運業 1.77 

株式 ガラス・土石製品 1.64 

株式 保険業 1.42 

株式 その他製品 1.32 

株式 繊維製品 1.30 
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株式 その他金融業 1.11 

株式 証券業 1.10 

株式 ゴム製品 0.78 

株式 石油・石炭製品 0.72 

株式 海運業 0.66 

株式 電気・ガス業 0.48 

株式 金属製品 0.46 

株式 パルプ・紙 0.45 

株式 倉庫・運輸関連業 0.45 

株式 鉄鋼 0.45 

株式 鉱業 0.24 

株式 空運業 0.16 

株式 水産・農林業 0.16 

合計 96.33 

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。 

 

②投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③その他投資資産の主要なもの 

同ファンドは、平成18年11月30日現在、下記の先物取引を行なっております（オフバランス）。 

株式関連 

（単位：円）

 
区  分 種  類 契  約  額  等

うち1年超
時  価 評価損益 

  

株価指数先物取引  

買  建  

日経平均株価指数先物 256,730,000 － 260,960,000 3,142,650

市場取引 

  

合  計 256,730,000 － 260,960,000 3,142,650

（注）時価の算定方法 

株価指数先物取引の時価については、原則として証券取引所における平成18年11月30日の清算値

段又は証拠金算定基準値段で評価しております。 
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（３）運用実績 

①純資産の推移 

平成18年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の

とおりです。 

 

 

純資産総額 

（分配落） 

（単位:百万円）

純資産総額 

（分配付） 

（単位:百万円）

1口当たりの 

純資産額 

（分配落） 

（単位:円） 

1口当たりの 

純資産額 

（分配付） 

（単位:円） 

第11期 計算期間 

（平成9年10月29日現在） 
12,078 12,237 0.3812 0.3862 

第12期 計算期間 

（平成10年10月29日現在） 
7,605 7,655 0.3090 0.3110 

第13期 計算期間 

（平成11年10月29日現在） 
10,737 10,790 0.4032 0.4052 

第14期 計算期間 

（平成12年10月30日現在） 
5,961 5,999 0.3228 0.3248 

第15期 計算期間 

（平成13年10月29日現在） 
7,130 7,130 0.2378 0.2378 

第16期 計算期間 

（平成14年10月29日現在） 
6,832 6,832 0.1954 0.1954 

第17期 計算期間 

（平成15年10月29日現在） 
7,359 7,420 0.2400 0.2420 

第18期 計算期間 

（平成16年10月29日現在） 
6,079 6,130 0.2400 0.2420 

第19期 計算期間 

（平成17年10月31日現在） 
6,332 6,395 0.3019 0.3049 

平成17年11月末日 6,768 － 0.3299 － 

平成17年12月末日 7,296 － 0.3574 － 

平成18年1月末日 7,530 － 0.3693 － 

平成18年2月末日 7,439 － 0.3594 － 

平成18年3月末日 7,751 － 0.3796 － 

平成18年4月末日 7,638 － 0.3762 － 

平成18年5月末日 7,055 － 0.3440 － 

平成18年6月末日 7,142 － 0.3451 － 

平成18年7月末日 7,145 － 0.3438 － 

平成18年8月末日 7,476 － 0.3590 － 

平成18年9月末日 7,482 － 0.3598 － 

第20期 計算期間 

（平成18年10月30日現在） 
7,349 7,410 0.3617 0.3647 

平成18年10月末日 7,402 － 0.3627 － 

平成18年11月末日 7,387 － 0.3599 － 
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②分配の推移 

直近10計算期間の分配の推移は次のとおりです。 

 1口当たりの分配金（円） 

第11期 計算期間（平成9年10月29日） 0.0050 

第12期 計算期間（平成10年10月29日） 0.0020 

第13期 計算期間（平成11年10月29日） 0.0020 

第14期 計算期間（平成12年10月30日） 0.0020 

第15期 計算期間（平成13年10月29日） 0.0000 

第16期 計算期間（平成14年10月29日） 0.0000 

第17期 計算期間（平成15年10月29日） 0.0020 

第18期 計算期間（平成16年10月29日） 0.0020 

第19期 計算期間（平成17年10月31日） 0.0030 

第20期 計算期間（平成18年10月29日） 0.0030 

 

③収益率の推移 

直近10計算期間の収益率の推移は次のとおりです。 

 収益率（％） 

第11期 計算期間（平成8年10月30日 ～ 平成9年10月29日） △18.90 

第12期 計算期間（平成9年10月30日 ～ 平成10年10月29日） △18.42 

第13期 計算期間（平成10年10月30日 ～ 平成11年10月29日） 31.13 

第14期 計算期間（平成11年10月30日 ～ 平成12年10月30日） △19.44 

第15期 計算期間（平成12年10月31日 ～ 平成13年10月29日） △26.33 

第16期 計算期間（平成13年10月30日 ～ 平成14年10月29日） △17.83 

第17期 計算期間（平成14年10月30日 ～ 平成15年10月29日） 23.85 

第18期 計算期間（平成15年10月30日 ～ 平成16年10月29日） 0.83 

第19期 計算期間（平成16年10月30日 ～ 平成17年10月31日） 27.04 

第20期 計算期間（平成17年11月1日 ～ 平成18年10月30日） 20.80 

（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基

準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額

で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しており

ます。） 
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２．財務ハイライト情報 
 

以下の情報は、有価証券届出書｢第三部ファンドの詳細情報、第４ファンドの経理状況」に記載されてい

る｢財務諸表」（当該｢財務諸表」については、新日本監査法人による監査を受けており、監査報告書は、

有価証券届出書の｢第三部ファンドの詳細情報、第４ファンドの経理状況」に記載されている｢財務諸表」

に添付されています。）から抜粋して記載したものです。 

 

（１）貸借対照表 

（単位 : 円）

第19期 

（平成17年10月31日現在） 

第20期 

（平成18年10月30日現在） 
期別 

 

科  目 金  額 金  額 

資産の部   

流動資産   

コール・ローン 167,378,918 274,021,411 

株式 6,235,871,100 7,150,237,200 

派生商品評価勘定 6,533,700 1,427,400 

未収入金 5,914,500 323,700 

未収配当金 19,283,283 26,481,492 

流動資産合計 6,434,981,501 7,452,491,203 

資産合計 6,434,981,501 7,452,491,203 

負債の部   

流動負債   

前受金 8,580,000 6,450,000 

未払収益分配金 62,918,539 60,949,383 

未払解約金 14,321,906 16,007,110 

未払受託者報酬 3,211,227 3,822,724 

未払委託者報酬 13,808,398 16,437,843 

その他未払費用 160,365 190,948 

流動負債合計 103,000,435 103,858,008 

負債合計 103,000,435 103,858,008 

純資産の部   

元本等   

元本   

元本 10,486,423,233 10,158,230,625 

剰余金   

期末欠損金 4,154,442,167 2,809,597,430 

（分配準備積立金） （159,557,323） （1,168,457,207）

純資産合計 6,331,981,066 7,348,633,195 

負債・純資産合計 6,434,981,501 7,452,491,203 
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（２）損益及び剰余金計算書 

（単位 : 円）

第19期 

（自 平成16年10月30日 

  至 平成17年10月31日） 

第20期 

（自 平成17年11月1日 

   至 平成18年10月30日） 

期  別 

 

科  目 
金  額 金  額 

営業収益   

受取配当金 63,666,933 75,260,835 

受取利息 1,683 285,273 

有価証券売買等損益 1,400,694,679 1,205,626,946 

派生商品取引等損益 42,894,950 73,749,200 

その他収益 1,048,375 160,044 

営業収益合計 1,508,306,620 1,355,082,298 

営業費用   

受託者報酬 6,436,121 7,608,315 

委託者報酬 27,675,598 32,716,015 

その他費用 321,420 380,043 

営業費用合計 34,433,139 40,704,373 

営業利益金額 1,473,873,481 1,314,377,925 

経常利益金額 1,473,873,481 1,314,377,925 

当期純利益金額 1,473,873,481 1,314,377,925 

一部解約に伴う当期純利益金

額分配額 
129,077,980 212,611,031 

期首欠損金 6,588,608,755 4,154,442,167 

欠損金減少額 1,302,542,526 891,494,908 

（当期一部解約に伴う欠損金

減少額） 
（1,302,542,526） （891,494,908）

欠損金増加額 150,252,900 587,467,682 

（当期追加信託に伴う欠損金

増加額） 
（150,250,900） （587,467,682）

分配金 62,918,539 60,949,383 

期末欠損金 4,154,442,167 2,809,597,430 
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（３）注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期  別 
項  目 

第19期 
（自 平成16年10月30日 

  至 平成17年10月31日） 

第20期 
（自 平成17年11月1日 

   至 平成18年10月30日） 

1 運用資産の評価基準 
及び評価方法 

（1）株式 
移動平均法に基づき、原則として時
価で評価しております。 
時価評価にあたっては、証券取引所
における最終相場（最終相場のないも
のについては、それに準ずる価額）、
日本証券業協会が発表する基準値、金
融機関の提示する価額（ただし、売り
気配相場は使用しない）又は価格提供
会社の提供する価額のいずれかから
入手した価額で評価しております。

（1）株式 
同左 

 （2）先物取引 
個別法に基づき､原則として時価で
評価しております。 
時価評価にあたっては、原則とし
て、当該取引所の発表する計算日の清
算値段（清算価格）又は証拠金算定基
準値段としております。 

（2）先物取引 
同左 

2 費用・収益の計上基準 （1）受取配当金 
原則として､株式の配当落ち日にお
いて､その金額が確定している場合に
は当該金額、未だ確定していない場合
には予想配当金額の90％を計上し、残
額については入金時に計上しており
ます。 

（1）受取配当金 
同左 

 （2）有価証券売買等損益及び派生商
品取引等損益 
約定日基準で計上しております｡ 

（2）有価証券売買等損益及び派生商
品取引等損益 

同左 

3 表示 － 平成18年4月20日付内閣府令第49
号による投資信託財産計算規則の改
正により、表示方法が以下のとおり
変更されております。 
（1）貸借対照表 
純資産の部は、従来の元本及び剰
余金の区分から、元本等及び評価・
換算差額等の区分となりました。た
だし、評価・換算差額等の区分は記
載すべき事項がないため、記載を省
略しております。 
（2）損益及び剰余金計算書 
経常損益の部、営業損益の部の表
示は廃止されました。また、営業損
益、経常損益及び当期純損益は、当
期から営業損益金額、経常損益金額
及び当期純損益金額としておりま
す。 

4 その他 当ファンドの計算期間は期末が休
日のため、平成16年10月30日から平成
17年10月31日までとなっております。

当ファンドの計算期間は期末が休
日のため、平成17年11月1日から平成
18年10月30日までとなっておりま
す。 
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Ⅴ．その他 

 
１．委託会社の概況 

 

①資本金 

平成18年12月末日現在  11億円 

 

②会社の沿革 

昭和55年12月19日 第一投信株式会社設立 

同年12月26日「証券投資信託法」（当時）に基づく免許取得 

平成 9年12月 1日 社名を長期信用投信株式会社に変更 

平成11年 2月25日 大同生命保険相互会社（現：大同生命保険株式会社）の傘下に入

る 

平成11年 4月 1日 社名を大同ライフ投信株式会社に変更 

平成14年 1月24日 投資顧問業者の登録 

平成14年 6月11日 投資一任契約に係る業務の認可 

平成14年 7月 1日 ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、「ティ・

アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社」に商号変更 

平成18年 8月28日 「Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社」に商号変更 

 

③大株主の状況 
平成18年12月末日現在

株主名 住所 所有株数 所有比率 

太陽生命保険株式会社 東京都港区海岸一丁目2番3号 503,800株 46.54％

大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目2番1号 386,000株 35.66％

株式会社大同マネジメントサービス 東京都中央区日本橋三丁目2番9号 153,000株 14.13％

Ｔ＆Ｄリース株式会社 東京都港区浜松町一丁目9番10号 35,200株 3.25％

 

２．内国投資信託受益証券事務の概要 

 

当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定

まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され

た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在

しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発

行しません。 

 

①名義書換についての手続、取扱場所等 

該当事項はありません。 

 

②受益者名簿の閉鎖の時期 

該当事項はありません。 

 

③受益者に対する特典 

該当事項はありません。 
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④内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容 

譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続および受益権の譲渡の対抗要件は以下によ

るものとします。 

ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権

が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

ｂ．上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権

の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に

記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したもの

でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上

位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増

加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

ｃ．委託者は、上記ａ．に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載

または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機

関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると

判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

ｄ．受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対

抗することができません。 

 

⑤受益権の再分割 

委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行さ

れた場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を

均等に再分割できるものとします。 

 

⑥償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日

以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設

定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権

については原則として取得申込者とします。）に支払います。 

 

⑦質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払

い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規

定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

 

 

３．ファンドの詳細情報の項目 

下記詳細情報については投資信託説明書（請求目論見書）に記載されております。 

 

第１ ファンドの沿革 

 



－25－ 

第２ 手続等 

   １ 申込（販売）手続等 

   ２ 換金（解約）手続等 

 

第３ 管理及び運営 

   １ 管理資産等の概要 

    (1)資産の評価 

    (2)保管 

    (3)信託期間 

    (4)計算期間 

    (5)その他 

   ２ 受益者の権利等 

 

第４ ファンドの経理状況 

   １ 財務諸表 

    (1)貸借対照表 

    (2)損益及び剰余金計算書 

    (3)注記表 

    (4)附属明細表 

   ２ ファンドの現況 

    純資産額計算書 

 

第５ 設定及び解約の実績 



 
 
 
 
 

運 用 の 基 本 方 針 
 
約款第 20 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 
 
１. 基  本  方  針 

この投資信託は、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均株
価をモデルとして運用を行ないます。 

 
２. 運  用  方  法 
(1) 投  資  対  象 

わが国の証券取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価（225 種・東証）に採用された銘柄を投資
対象とします。 
なお、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券

指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならび
に外国の市場において行なわれるわが国の有価証券指数等先物取引、金利にかかる先物取引および金利にかか
るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行なうことができます。 

(2) 投  資  態  度 
投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。 
・上記投資対象銘柄の中から 200 銘柄以上に、原則として等株数投資を行ないます。 
・株式の組入比率は高位を保ちます。 
・株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の 50％以下とします。 
・外貨建資産への投資は行ないません。 
・ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。 

(3) 投  資  制  限 
1. 株式の組入については制限を設けません。 
2. 有価証券先物取引等は、約款の第 22 条の 2の範囲で行ないます。 

 
３. 収 益 分 配 方 針  
(1) 分配対象額 

利子・配当収入等の全額から諸経費を控除した額とします。 
(2) 分配対象額についての分配方針 

分配金額は、委託者の判断に基づき、原則として運用実績に応じて決定します。 
(3) 留保益の運用方針 

留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 

追加型証券投資信託 ２２５インデックスファンド 

約 款



追加型証券投資信託〔２２５インデックスファンド〕約款 
 
（信託の種類、委託者および受託者） 
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託

銀行株式会社を受託者とします。 
（信託事務の委託） 
第 1条の 2  受託者は、信託法第 26 条第 1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営

等に関する法律第 1条第 1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、
これを委託することができます。 

（信託の目的および金額） 
第 2 条 委託者は、金 109.6276 億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 
（信託金の限度額） 
第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、500 億円を限度として信託金を追加することができます。 

② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 
第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 28 年 10 月 31 日までとします。 
（募集の方法） 
第 4条の 2  委託者は、この信託について、証券取引法第 2条第 3項第 1号に掲げる募集を行ないます。 
（当初の受益者） 
第 5 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 6条

により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 
（受益権の分割および再分割） 
第 6 条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 109.6276 億口に、追加信託によって生じた受益権につ

いては、これを追加信託のつど第 7条第 1項の追加口数にそれぞれ均等に分割します。 
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
のとします。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 
第 7 条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額と

します。 
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたが
って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 
第 8 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 
（受益権の帰属と受益証券の不発行） 
第 9 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、

株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を
含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益
権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社
振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）及び当該振替機関の下位の口
座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」とい
います。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記
録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

②   委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場
合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その
他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、
委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券
への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわ
ないものとします。 

③   委託者は、第 6 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者か
ら振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行ないます。 

④   委託者は、第 6 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者か
ら振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行ないます。 

（受益権の設定にかかる受託者の通知） 
第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替

機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。 
（受益権の申込単位および価額） 
第 11 条 委託者は、第 6 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1 口の整数倍をもっ



て取得の申込に応じることができます。ただし、受益権の取得申込者がその申込をしようとする場合におい
て、委託者に対し、当該取得申込にかかる受益権について第 36 条第 3項に規定する収益分配金の再投資にか
かる受益権の取得申込をしないことを申し出たときは、1 万口以上 1 万口単位をもって当該受益権の取得申
込に応じるものとします。 

② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第 6条第 1項の規定により分割される受益権を、その
取得申込者に対し、1 万口以上 1 万口単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。ただ
し、委託者の指定する証券会社と別に定める累積投資契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結ん
だ受益権の取得申込者に限り、1口単位をもって取得の申込みに応じることができます。 

③ 第 1項および第 2項の取得申込者は委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関に、取得
申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口
座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、
委託者（第 36 条の 2 の委託者が指定する口座管理機関を含みます。）または委託者の指定する証券会社お
よび登録金融機関は、当該取得申込の代金（第 4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額を
いいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行
なうことができます。 

④ 第 1項および第 2項の場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額に申込口数を乗じた額（以下「取得
申込金額」といいます。）に手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」
といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかか
る売却価額は、1口につき 1円に、申込口数を乗じた額に、手数料を加算した価額とします。 

⑤ 前項の手数料の額は、委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ別に定める
ものとします。 

⑥ 前 2 項の規定にかかわらず、受益者が第 36 条第 3 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合また
は受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の売却価額は、取得申込日の基準価額と
します。 

第 12 条 ＜削除＞ 
（受益権の譲渡にかかる記載または記録） 
第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減
少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものと
します。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開
設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人
の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 

③ 委託者は、第 1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期
間を設けることができます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 
第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者

に対抗することができません。 
第 15 条 ＜削除＞ 
第 16 条 ＜削除＞ 
第 17 条 ＜削除＞ 
第 18 条 ＜削除＞ 
（運用の指図範囲） 
第 19 条 委託者は、信託金を、次の有価証券で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、余裕金に

ついては、預金、指定金銭信託、コール・ローンまたは手形割引市場において売買される手形により運用す
ることの指図ができます。 
1. 株券または新株引受権証書 
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 
3. 外国または外国法人の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの 
なお、第 1号の証券または証書を以下「株式」といいます。 

（運用の基本方針） 
第 20 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないま

す。 
（投資する株式の範囲） 
第 21 条 委託者が投資することを指図する株式は、わが国の証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行す

る株式とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。 
第 22 条 ＜削除＞ 
（先物取引等の運用指図・目的・範囲） 
第 22 条の 2   委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引

所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場
におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることが
できます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。 



1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価
証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。 
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組
入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入
有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに余裕金の範囲内とします。 
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引にか
かる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。 

② 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかか
る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似
の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るもの
とします。 
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利
商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。 
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受
取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに余裕金の範囲内とします。 
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時
点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内と
します。 

（有価証券の保管） 
第 22 条の 3  受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることが

できます。 
（混蔵寄託） 
第 23 条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により

取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締
結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 

（信託財産の表示および記載の省略） 
第 24 条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示およ

び記載をしません。  
（有価証券売却等の指図） 
第 25 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 
（再投資の指図） 
第 26 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にか

かる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 
（損益の帰属） 
第 27 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 
（受託者による資金の立替え） 
第 28 条 信託財産に属する有価証券に関し、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、

受託者は資金の立替えをすることができます。 
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配
当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれ
を立替えて信託財産に繰り入れることができます。 

③ 前 2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議のうえ、そのつど別にこれを定め
ます。 

（信託の計算期間） 
第 29 条 この信託の計算期間は、毎年 10 月 30 日から翌年 10 月 29 日までとします。 

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。 

（信託財産に関する報告） 
第 30 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成し、これを委託者に提出しま

す。 
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産についての報告書を作成し、これを委託者に提
出します。 

（信託事務の諸費用） 
第 31 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸

経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 
② 信託財産の財務諸表にかかる監査報酬は、第 29 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産
総額に 0.005％を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了
のとき、当該消費税等とともに信託財産中から支弁します。 

（信託報酬等の額） 
第 32 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 29 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産

総額に年 10,000 分の 53 の率を乗じて得た額とします。 
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき信託財産



中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 
③ 第 1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 

（収益の分配方式） 
第 33 条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

1. 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）
は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後､その残金を受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金とし
て積み立てることができます。 
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および
当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益を
もって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備
積立金として積み立てることができます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 
第 34 条 ＜削除＞ 
（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 
第 35 条   受託者は、収益分配金および償還金については第 36 条第 1項、第 2項、第 3項および第 4項にそれぞれ規

定する支払開始日前に、信託の一部解約金については第 36 条第 5 項に規定する支払日までに、その全額を
委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い
込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 
第 36 条   収益分配金は、毎計算期間終了後 1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替

機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前にお
いて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末
日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者または委託者の指定する証券会社および登
録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払
います。なお、平成 19 年 1 月 4日以降においても、第 37 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分
配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者
が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益
分配金が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する証券
会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行ないます。
当該売付により増加した受益権は、第 9条第 3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 

③ 委託者は、第 1項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金（受益
者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再
投資にかかる受益権の取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受
付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。）をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごと
に当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたものとします。当該受益権の取得の申込に
応じたことにより増加した受益権は、第 9条第 3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されま
す。ただし、第 39 条第 2 項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金
があるときは、第 1項の規定に準じて受益者に支払います。 

④ 償還金は、信託終了日後 1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口
座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受
益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者または
委託者の指定する証券会社および登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等
に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の
申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載また
は記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後 1ヵ月
以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。 

⑤ 一部解約金は、第 39 条第 1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、4営業日目から当
該受益者に支払います。 

⑥ 前各項（第 2項および第 3項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金は、委託者
の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において支払います。ただし、委託者の自らの募集にか
かる受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金についての支払場所は、委託者において行ない
ます。 

⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権
の価額等に応じて計算されるものとします。 

（委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関） 
第 36 条の 2  委託者は、委託者の自らの募集にかかる受益権について、口座管理機関を指定し､振替口座簿への記載

または登録等に関する業務を委任することができます。 
（収益分配金および償還金の時効） 
第 37 条   受益者が、収益分配金について第 36 条第１項に規定する支払開始日から 5年間その支払いを請求しないと

き、ならびに信託終了による償還金については、第 36 条第 4項に規定する支払開始日から 10 年間その支払



いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 
（受益権の買取り） 
第 38 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者の請求があるときは、1 万口単位（別に定める

契約にかかる受益権については 1口の整数倍）をもってその受益権を買取ります。 
② 受益権の買取価額は、買取約定成立の日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う委託者の
指定する証券会社および登録金融機関にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。 

③ 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、第１項の買取りを中止することができます。 

④ 前項により受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行なった当日の買取り請求
を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取
り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受付けたものとして第2項の規定に準じて計算さ
れた価額とします。 

（信託契約の一部解約および残存受益権口数の減少による全部解約） 
第 39 条 受益者（委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含む。以下本条において同じ。）は、自己に帰

属する受益権につき、委託者に 1 万口単位〔委託者の自らの募集にかかる受益権（受益者が自己に帰属する
受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権
の取得の申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受付けた受益権を除
きます。）ならびに別に定める契約にかかる受益権または委託者の指定する証券会社および登録金融機関の
所有にかかる受益権については、1口の整数倍〕をもって一部解約の実行を請求することができます。 

② 委託者は、前項の請求があった場合には、信託の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求
を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約
の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を
行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録
が行なわれます。 

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。 
④ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委
託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、
平成 19 年 1 月 4 日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって
行なうものとします。 

⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1項による請求の
受付けを中止することができます。なお一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合、受益者は当該受
付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実
行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして一部解約の実行の請求日の基準価額としま
す。 

⑥ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が 10 億口を下回ることとなった場合
には、受託者と協議のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を
終了させることができます。 

⑦ 委託者は、前項の規定により、信託契約を終了させようとする場合には、あらかじめ、これを公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託
契約に係るすべての受益者に対し書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

⑧ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は、一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき
旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

⑨ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
第 6項の信託契約の解約をしません。 

⑩ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

（質権口記載又は記録の受益権の取り扱い） 
第 39 条の 2  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一

部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

（信託契約の解約） 
第 40 条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、

対象インデックスが改廃の場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信
託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しよ
うとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の規定について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書
面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、



第 1項の信託契約の解約をしません。 
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

⑥ 第 3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、第 3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しま
せん。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 
第 41 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解

約し信託を終了させます。 
②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 45 条の規定にしたが
います。 

（委託者の認可取消等に伴う取扱い） 
第 42 条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、

この信託契約を解約し、信託を終了させます。 
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き
継ぐことを命じたときは、この信託は、第 45 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受
託者との間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 
第 43 条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡す

ることがあります。 
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任に伴う取扱い） 
第 44 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第 45 条の

規定にしたがい、新受託者を選任します。 
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

（信託約款の変更） 
第 45 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合

意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内
容を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨お
よびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、
公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
第 1項の信託約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

（反対者の買取請求権） 
第 45 条の 2  第 39 条第 6項、第 40 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合に

おいて、第 39 条第 8項、第 40 条第 3項または前条第 3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受
益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
す。 

②  前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者および委託者の指定する取扱金融機関等の協議によ
り決定するものとします。 

（信託期間の延長） 
第 46 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のう

え、信託期間を延長することができます。 
（公告） 
第 47 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 
（信託約款に関する疑義の取扱い） 
第 48 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 
 
 

－ 付      則 － 
 
第 1 条  第 6 条第 2項の規定に基づき、平成 2年 3月 26 日現在の受益権を 1対 2の割合で再分割する。 
②  前項の再分割に伴い、第 39 条第 6項に規定する受益権総口数（10 億口）は、平成 2年 3月 26 日以降これを
20 億口に読み替える。 

第 2条  変更後の第 33 条および第 34 条の規定は、第 9計算期間の翌期初より適用し、第 9計算期間の決算処理後に



株価変動準備金を分配準備積立金に繰り入れるものとします。 
第 3条  変更後の第 11 条第 2項の規定は、平成 9年 3月 27 日以降の取得申込受付分より適用します。 
②  変更後の第 32 条第 3項、第 33 条第 1項および第 34 条第 1項の規定は、平成 9年 4月 1日以降計上される信
託報酬より適用します。 

第 4条  第 36 条第 7項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の
信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収
益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」
とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、
収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成 12 年 3 月 31 日以前の取得申込にかかる受益権の信託時
の受益権の価額は、委託者が計算する平成 12 年 3月 31 日の平均信託金（信託金総額を受益権総口数で除して
得た額）とします。 

第 5条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 9条、第 10 条、第 12 条（受益証券の種類）から第 18 条（受益証券
の再交付の費用）、第 36 条の 2の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむ
を得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 

 
上記各条によりこの信託契約を締結します。 

 
信託契約締結日    昭和 61 年 10 月 30 日 

 
 

委託者 第 一 投 信 株 式 会 社                
（現 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社） 

 
受託者 東 洋 信 託 銀 行 株 式 会 社                

（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社） 



 
ファンドに関する用語 
用  語 解  説 

委託者 
・ 

受託者 
・ 

受益者 

委託者は投信会社のことであり、主な業務は、ファンドを設定し、その投資信

託財産の運用指図・目論見書や運用報告書の作成、基準価額の計算を行います。

受託者は受託銀行のことであり、主な業務は、投資信託財産の保管・管理を行

います。投資信託財産は受託銀行自身の固有財産と分別して管理されています。

受益者は受益権を有する投資家のことであり、受益権には収益分配金請求権・

償還金請求権・解約請求権などがあります。 
（本用語集においては、「お客様」と記載いたします。） 

一部解約 ファンドを途中換金する場合、お客様が販売会社を通じて投信会社に対し解約

を請求する方法です。 

運用報告書 
投資信託法に基づく､お客様へファンドの運用内容を報告するための書類です｡

投信会社が作成し､販売会社より､原則､決算期末毎にお客様に交付されます｡ 
該当期間の運用状況､今後の運用方針､運用実績等について記載されています｡ 

EDINET 

Electronic Disclosure Investors' NETwork の略です。お客様は EDINET を利

用して、インターネットを通じて、有価証券取引法で開示が定められているフ

ァンドの有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書等を閲覧できます。 

監査報酬 投資信託財産の財務諸表については、監査が義務づけられています。このファ

ンド監査に必要な費用であり、その費用はファンドから支払われます。 
基準価額 
・ 

解約価額 

基準価額とは純資産総額を受益権総口数で割った｢1 口当たりの純資産額｣で

す｡解約価額とは解約時の税引前の価額で､信託財産留保額の定めがある場合､

基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります｡ 

クローズド 
期間 

効果的で計画的な運用を行うため、一定期間（または償還まで）原則として解

約できない期間を設けているファンドがあります。この解約できない期間をク

ローズド期間といいます。 

個別元本 

お客様が、実際に購入したときの元本のことであり、お客様によってその額は

異なります。同一のファンドを複数回購入した場合には、取得の都度、元本の

変更（加重平均による再計算）をします。ただし、同一ファンドであっても、

複数の販売会社で購入し取得価額の通算が実務的に困難な場合には、各々別個

に個別元本を把握します。 
自動継続投資

コース 
（一般コース） 

分配型投資信託で、税引き後の分配金を無手数料で自動的に全額再投資するコ

ースです。 
一方、分配金をその都度受け取るコースを一般コースといいます。 

純資産総額 ファンドに組み入れた有価証券の時価等の資産総額から､運用にかかる未払費

用等の負債総額を差し引いたものです｡ 

償還 
・ 

償還乗換え 

ファンドの信託期間が終了し、投資信託財産を清算してお客様に金銭を返還す

ることです。この償還された金銭（償還金）で、他のファンドを購入すること

を償還乗換えといいます。償還乗換えを利用すると、販売手数料が優遇される

場合があります。 
信託財産 
留保額 

信託期間の途中で解約をする場合等に､基準価額から控除され投資信託財産中

に留保される一定の金額のことです｡ 

信託期間 
ファンドが設定されてから償還されるまでの期間のことです。その期限に達す

るとファンドの運用が終了し、お客様が保有する口数に応じて投資信託財産が

配分されます。 



 
用  語 解  説 

信託報酬 

ファンドの運用・管理業務の対価として、お客様が投資信託財産から間接的に

支払う経費のことです。 
1.投信会社のファンド運用に対する報酬 

2.受託銀行のファンド管理・保管に対する報酬 

3.販売会社の収益分配金や償還金の支払等の代行業務に対する報酬 
などが、含まれます。 
信託報酬の配分比率はファンドの商品性格や、運用の難易度などにより異なり、

配分比率は目論見書や運用報告書の費用の項目に記載されることになっていま

す。また、ファンドによっては実績報酬制を採用しているものもあります。実

績報酬制とは、運用成果に応じて基本報酬に実績報酬を増減する制度です。 
追加型 
・ 

単位型 

追加型投資信託は、ファンド設定後も購入ができるファンドです。 
単位型投資信託は、ファンド設定時に集められた資金をもとに運用を行い、追

加で購入することができないファンドです。 

投資信託 
振替制度 

平成 18 年までの投資信託の制度では、受益者の受益権を表象するものとして受

益証券が発行されていましたが、平成 19 年 1 月 4日より実施された投資信託振

替制度では、受益証券は発行されず、受益権の発生や消滅、移転はコンピュー

タシステム上の口座(振替口座簿)の記録により行われます。 

ファミリー 
ファンド方式 

・ 
マザーファンド 
ベビーファンド 

個々のお客様が購入するファンド（ベビーファンド）の資金を、一括して特定

のファンド（マザーファンド）へ投資し、株式や債券などによる実質的な運用

はマザーファンドで行う方式です。 
これによって各ベビーファンドは、その資金の規模にかかわらず同一の運用を

行うことが可能となるなど、運用・管理面での効率化が図れます。 

（収益）分配金 

運用によって得られた収益等から信託報酬等の経費を控除し、投信会社が基準

価額水準や市況などを勘案して決定する分配金のことです。 
分配金をお支払いした時は、個別元本と分配金支払い後の基準価額とを比較し

て、利益が生じている場合はその額は「普通分配金」（課税扱い）となり、元本

の払戻しに相当する部分は「特別分配金」（非課税）となります。 
申込手数料 投資信託を購入される際にお客様が販売会社に支払う手数料です。 

目論見書、投資

信託説明書（交

付または請求

目論見書） 

証券取引法に基づく､ファンドの商品説明のための書類で、商品概要､運用方針､

リスク､費用等､お客様にとって重要な事項が記載されています｡投信会社が作

成し、お客様がファンドの購入を申込む際には、販売会社よりあらかじめ、ま

たは同時にお渡しします。「目論見書」は法令上の用語ですが、投資信託協会が

定めるガイドラインにより、「投資信託説明書」の別称を使用することができる

ものとされています。平成 16 年 12 月 1 日施行の改正証券取引法においては、

販売会社より必ず交付しなければならない「投資信託説明書（交付目論見書）」

と、約定までにお客様から請求があれば交付しなければならない「投資信託説

明書（請求目論見書）」に分かれましたが、上記ガイドラインにより、両者を一

体として作成、お渡しすることもできるものとされています。 

有価証券 
届出書 

投資信託の募集を行う場合、他の有価証券の募集の場合と同様に、証券取引法

の定めにより、予め（関東）財務局長に提出しなければならない書類のことで

す。原則として、有価証券届出書に記載されていない事項は目論見書には記載

できません。 

有価証券 
報告書 

ファンドの決算日（計算期間が半年未満の場合には半年毎）から 3ヵ月以内に、

証券取引法の定めにより、（関東）財務局長に提出しなければならないファンド

の決算書のことです。 

 



 
運用に関する用語 
用  語 解  説 

アキュム 
・ 
アモチ 

債券の取得価額と償還価額の差額を、償還までの残存日数で日割り按分して、

その金額を日々計上していく会計処理方法です。（償却原価法ということもあ

ります） 
投資信託協会のルールでは「償還までの残存期間が 1年未満の債券」及びＭＭ

Ｆにおいては「満期まで保有することを目的」として組み入れた場合には上記

の方法により債券価格を評価できます。 

（アキュムはアキュムレーション、アモチはアモチゼーションの略称です。） 
アクティブ 
運用 
・ 

パッシブ運用 

市場リターン(日経 225 や TOPIX などの騰落率)を上回ることを目的として、行
う運用です。 
これに対して、インデックスファンドのように運用成果が市場リターンと連動

することを目的とした運用を、パッシブ運用といいます。 

アセット・アロ

ケーション 

資産（アセット）の配分割合（アロケーション）を決定することです。お客様

の投資資金を株式や債券などの資産にどのように配分するかを決定すること

で、最適な資産配分によりポートフォリオのリスク低減を図ります。 

格付 格付は、債券などの元金・金利の支払についての確実性（安全性）の度合いを

民間の格付機関が発行体の経営内容や財務内容をもとに評価したものです。 

デュレー 
ション 

金利の変化に対する債券価格の感応度をあらわす数値です。この数値が大きい

ほど金利変動に対する債券価格の変動率は大きくなります。 
債券運用においては将来の金利変動を予測し、その予測に基づいてデュレーシ

ョンを調整することがあります。 

ヘッジ 

ある資産の価格変動リスクを派生商品などを活用して低減させる投資方法で

す。例えば、現物取引（買いポジション）に対して先物取引などで反対のポジ

ション（売りポジション）を組むことで将来の価格下落を低減させることがで

きます。 

ベンチマーク 
・ 

トラッキング 
・エラー 

運用の目標となる市場指標のことです。例えば国内株式投信の場合は、TOPIX

や日経 225 などがベンチマークとなります。 
ファンドの運用成績は様々な要因でベンチマークと乖離しますが、この乖離の

度合いをトラッキングエラーと呼び、インデックスファンドの場合はトラッキ

ングエラーが小さいほど、当初の運用目的に適ったファンドであると言えます。

ポート 
フォリオ 

ファンドに組入れている有価証券全体を指します。 
もともとは「紙バサミ」のことですが、有価証券を紙バサミで保管していたこ

とからきています。 

マクロ 
・ 

セミマクロ 

マクロとは本来ある一つのシステム全体を分析・把握し、説明することを指し、

マクロ経済とはある国の一定期間における経済全体の行動を分析することで

す。それに対してミクロは、ある一つのシステムを構成する最少単位である特

定の部門を分析・把握し、説明することを指し、ミクロ経済とは家計や企業の

個々の行動を分析することです。 
またセミマクロとはそれぞれの中間に位置し、経済を個々の産業レベルから分

析・把握し説明することです。 

ユニバース 
ユニバースは英語の universe = 宇宙の意味ですが、ファンドが投資対象とす
る銘柄群全体をユニバースと呼んでいます。実際に投資する銘柄は、ユニバー

スの中から選定します。 
 





 

 

 

 

 

１．本文書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第3項の規定に基

づき投資家がファンドを取得する時までに投資家から請求があった場合に交付を行う目

論見書です。 

 

２．この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「２２５インデックスファンド」の募

集については、委託者は、証券取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券

届出書を平成19年1月30日に関東財務局長に提出しており、平成19年1月31日にその効力

が生じております。 

 

 

 

 

 

 

 

       発 行  者 名  ： Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 
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       届出の対象とした募集 
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       募集内国投資信託受益証券の金額       ：継続募集額 

500億円を上限とします。 

 

       有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所   ：該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 投資リスク 

「２２５インデックスファンド」は、主として株式など値動きのある有価証券に投資します

ので、基準価額は変動します。したがいまして、投資元本が保証されているものではありま

せん。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資信託財産に生じた利益および損

失は、全て投資家の皆様に帰属します。 
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第１【ファンドの沿革】 

 
昭和61年10月30日 投資信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始 

 

第２【手続等】 
 

１【申込（販売）手続等】 
 
①当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ取得の申込を行う

ものとします。取得申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受け付けます。 

申込の受付けは、原則として営業日の午後3時（本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時）ま

でとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、受付時間は販売会

社によって異なることもあります。また、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない

事情があるときは、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会

社までお問い合わせください。 

 

②申込方法には、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引き後、

無手数料で再投資される「自動継続投資コース」があります。申込取扱場所（販売会社）によっ

ては、どちらか一方のみの取扱となる場合があり、また申込単位が異なりますので、詳しくは販

売会社にお問い合わせください。 

「自動継続投資コース」を選択された場合には、販売会社との間で「自動継続投資契約

（※）」を締結していただきます。 

（※）これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。 

 

③受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。販売価額に申込口数を乗じて得た金額が

申込金額となります。 

 

④当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設された

当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社債

等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合

は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以

下同じ。）第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」と

いいます。）の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または

記録が行われます。なお、販売会社（委託者の指定する口座管理機関を含みます。）は、当該取

得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または

記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等

の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行

うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし

たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託によ

り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益

権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

 

⑤申込手数料につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）「Ⅲ．申込手続きの概要（４）申

込手数料」における記載をご参照ください。 

 

⑥取得申込者は、申込代金（申込金額に申込手数料（税込）を加算した額）を払込期日までにお申

込の販売会社に支払うものとします。 
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２【換金（解約）手続等】 
 
①受益者（販売会社を含みます。以下この項において同じ。）は、自己に帰属する受益権につき、

委託者に1万口単位〔委託者の自らの募集にかかる受益権（受益者が自己に帰属する受益権の全

部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権

の取得の申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受付けた

受益権を除きます。）ならびに別に定める契約にかかる受益権または委託者の指定する証券会社

および登録金融機関の所有にかかる受益権については、1口の整数倍〕をもって一部解約の実行

を請求することができます。一部解約の実行の請求の受付けは、営業日の午後3時（本邦証券取

引所が半休日の場合は午前11時）までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとな

ります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、証券取引所におけ

る取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受付時間が変更になることもありますの

でご注意ください。 

 

②委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。 

 

③当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受

益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に

係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関

等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

 

④一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。 

 

⑤受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと

します。 

 

⑥一部解約の1口当たりの受取金額は、解約価額から源泉徴収税額を差し引いた金額となります。 

 

⑦委託者は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、①による一

部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。ただし、受益者がその一部解約の実

行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後

の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして一部解約の実行の請求

日の基準価額とします。 

 

⑧一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として4営業日目から販売会社

において支払います。 

 

⑨解約価額（基準価額）につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。 

 

⑩販売会社により、買取請求の取扱いを行う場合がありますが、詳しくは販売会社にお問い合わせ

ください。 

 

第３【管理及び運営】 

 
１【資産管理等の概要】 
 
（１）【資産の評価】 

基準価額とは投資信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をい
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います。 

純資産総額とは、投資信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にした

がって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 

当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。 

株 式：原則として基準価額計算日の証券取引所の終値で評価します。 

基準価額（1万口当たり）は毎営業日算出され、委託者または販売会社にお問合せいただけ

れば、お知らせいたします。また、基準価額（1万口当たり）は原則として翌日の日本経済

新聞朝刊に［Ｔ＆Ｄアセット］の「インデク」の略号にて掲載されます。委託者へのお問い

合わせ先は、下記のとおりです。 

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 

マーケティング部 0120－151425（フリーダイヤル） 

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時（証券取引所の半日立会日は午前9時～正午）） 

インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/ 

 

（２）【保管】 

該当事項はありません。 

 

（３）【信託期間】 

当ファンドの信託期間は平成28年10月31日までですが、下記の「（５）その他 ①信託の終

了」の規定により信託を終了させる場合があります。 

また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合には、受託

者と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。 

 

（４）【計算期間】 

当ファンドの計算期間は原則として毎年10月30日から翌年10月29日までとします。各計算期間

終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、

該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 

 

（５）【その他】 

①信託の終了 

ａ．ファンドの繰上償還 

(1)委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10億口を下回るこ

ととなった場合には、受託者と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、

この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 

(2)委託者は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であ

ると認めるとき、対象インデックスが改廃の場合、またはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

(3)委託者は、(1)、(2)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ

の旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公

告を行いません。 

(4)(3)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述

べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

(5)(4)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え

るときは、(1)、(2)の投資信託契約の解約をしません。 

(6)委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。

ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 
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(7)(4)から(6)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい

る場合であって、(4)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと

が困難な場合には適用しません。 

ｂ．委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが

い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。 

ｃ．委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。なお，当ファンドは、監督官

庁が、この投資信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命

じたときは、この信託は、下記の「②投資信託約款の変更(4)」に該当する場合を除き、当

該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。 

ｄ．受託者が辞任する場合、委託者は、下記の「②投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新

受託者を選任します。委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を

解約し、信託を終了させます。 

 

[繰上償還を行う場合の手続きの流れ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②投資信託約款の変更 

(1)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変

更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

(2)委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ

うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約

款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての

受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

(3)(2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

(4)(3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、(1)の投資信託約款の変更をしません。 

(5)委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理

由を公告（日本経済新聞に掲載します。）し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られ

たる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原

則として、公告を行いません。 
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不
成
立 

監
督
官
庁
へ
届
出

運
用
継
続 

受
益
権
の 

買
取
請
求
の
受
付 

異
議
申
立
期
間 

（
一
ヵ
月
以
上
） 

繰
上
償
還
実
施 
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(6)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記の

規定にしたがいます。 

 

[投資信託約款の重大な変更を行う場合の手続きの流れ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③関係法人との契約の更改等に関する手続、変更した場合の開示方法 

(1)委託者が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」の有効期間は、契

約締結日以降特定の日から1年間ですが、契約満了日の3ヵ月前までに委託者および販売会社

から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。 

(2)(1)の契約または投資信託約款を変更した場合には、有価証券報告書等においてその内容を開

示します。 

④公告 

委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

⑤運用に係る報告等開示方法 

委託者は「証券取引法」の規定に基づき有価証券報告書および半期報告書を提出します。また、

「投資信託財産の計算に関する規則」の規定に基づき計算期間の終了毎に運用報告書を作成し、

かつ知られたる受益者に交付します。 

 

２【受益者の権利等】 
 

受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、その所有する受益権の口数に応じ

て、均等に当ファンドの受益権を保有します。 

①収益分配金の請求権 

受益者は、当ファンドの収益分配金を所有する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。 

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除

きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代

金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得

申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目（予定）からお支払いします。

収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益

不
成
立
の
新
聞
公
告 

受
益
者
へ
の
書
面
の
交
付 

約
款
変
更
の
新
聞
公
告 

受
益
者
へ
の
書
面
の
交
付 

異議申立者が１／２以下

（受益権口数ベース） 

異議申立者が１／２超 

（受益権口数ベース） 
約
款
変
更
不
成
立

監
督
官
庁
へ
届
出 

運
用
継
続 

受
益
権
の 

買
取
請
求
の
受
付 

異
議
申
立
期
間 

（
一
ヵ
月
以
上
） 

約
款
変
更
実
施 

（2） 

（3）

（4） （5）
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分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者

が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

 

②償還金の請求権 

受益者は、当ファンドの償還金を持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 

償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該

信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または

記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当

該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするの

と引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の

規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目（予定）から受益者に支払います。償

還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 

ただし、受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求し

ないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

 

③一部解約（換金）請求権 

受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通じて委託者に請求することができます。権利行使

の方法等については、上記の「第２ 手続等 ２換金（解約）手続等」をご参照ください。 

 

④反対者の買取請求権 

上記の「１資産管理等の概要(５)その他 ①信託の終了」に規定する投資信託契約の解約または

上記の「１資産管理等の概要(５)その他 ②投資信託約款の変更」に規定する投資信託約款の変

更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を

述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき

旨を請求することができます。 

 

⑤帳簿閲覧権 

受益者は、委託者に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲

覧または謄写を請求することができます。 

 

 

第４【ファンドの経理状況】 
 

1．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成

12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、投資信託財産計算規則は、平成18年4月20日付内閣府令第49号により改正されております

が、第19期計算期間（平成16年10月30日から平成17年10月31日まで）については改正前の投資信託

財産計算規則に基づいて作成しており、第20期計算期間（平成17年11月1日から平成18年10月30日

まで）については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。 

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

2．当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第19期計算期間（平成16年10月30日から平

成17年10月31日まで）および第20期計算期間（平成17年11月1日から平成18年10月30日まで）の財

務諸表について、新日本監査法人による監査を受けております。 

それらの監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。 
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１【財務諸表】 

 
（１）【貸借対照表】 

（単位 : 円）

第19期 

（平成17年10月31日現在） 

第20期 

（平成18年10月30日現在） 
期別 

 

科  目 金  額 金  額 

資産の部   

流動資産   

コール・ローン 167,378,918 274,021,411 

株式 6,235,871,100 7,150,237,200 

派生商品評価勘定 6,533,700 1,427,400 

未収入金 5,914,500 323,700 

未収配当金 19,283,283 26,481,492 

流動資産合計 6,434,981,501 7,452,491,203 

資産合計 6,434,981,501 7,452,491,203 

負債の部   

流動負債   

前受金 8,580,000 6,450,000 

未払収益分配金 62,918,539 60,949,383 

未払解約金 14,321,906 16,007,110 

未払受託者報酬 3,211,227 3,822,724 

未払委託者報酬 13,808,398 16,437,843 

その他未払費用 160,365 190,948 

流動負債合計 103,000,435 103,858,008 

負債合計 103,000,435 103,858,008 

純資産の部   

元本等   

元本   

元本 10,486,423,233 10,158,230,625 

剰余金   

期末欠損金 4,154,442,167 2,809,597,430 

（分配準備積立金） （159,557,323） （1,168,457,207）

純資産合計 6,331,981,066 7,348,633,195 

負債・純資産合計 6,434,981,501 7,452,491,203 
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（２）【損益及び剰余金計算書】 

（単位 : 円）

第19期 

（自 平成16年10月30日 

  至 平成17年10月31日） 

第20期 

（自 平成17年11月1日 

   至 平成18年10月30日） 

期  別 

 

科  目 
金  額 金  額 

営業収益   

受取配当金 63,666,933 75,260,835 

受取利息 1,683 285,273 

有価証券売買等損益 1,400,694,679 1,205,626,946 

派生商品取引等損益 42,894,950 73,749,200 

その他収益 1,048,375 160,044 

営業収益合計 1,508,306,620 1,355,082,298 

営業費用   

受託者報酬 6,436,121 7,608,315 

委託者報酬 27,675,598 32,716,015 

その他費用 321,420 380,043 

営業費用合計 34,433,139 40,704,373 

営業利益金額 1,473,873,481 1,314,377,925 

経常利益金額 1,473,873,481 1,314,377,925 

当期純利益金額 1,473,873,481 1,314,377,925 

一部解約に伴う当期純利益金

額分配額 
129,077,980 212,611,031 

期首欠損金 6,588,608,755 4,154,442,167 

欠損金減少額 1,302,542,526 891,494,908 

（当期一部解約に伴う欠損金

減少額） 
（1,302,542,526） （891,494,908）

欠損金増加額 150,252,900 587,467,682 

（当期追加信託に伴う欠損金

増加額） 
（150,250,900） （587,467,682）

分配金 62,918,539 60,949,383 

期末欠損金 4,154,442,167 2,809,597,430 
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（３）【注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期  別 

項  目 

第19期 

（自 平成16年10月30日 

  至 平成17年10月31日） 

第20期 

（自 平成17年11月1日 

   至 平成18年10月30日） 

1 運用資産の評価基準 

及び評価方法 

（1）株式 

移動平均法に基づき、原則として時

価で評価しております。 

時価評価にあたっては、証券取引所

における最終相場（最終相場のないも

のについては、それに準ずる価額）、

日本証券業協会が発表する基準値、金

融機関の提示する価額（ただし、売り

気配相場は使用しない）又は価格提供

会社の提供する価額のいずれかから

入手した価額で評価しております。

（1）株式 

同左 

 （2）先物取引 

個別法に基づき､原則として時価で

評価しております。 

時価評価にあたっては、原則とし

て、当該取引所の発表する計算日の清

算値段（清算価格）又は証拠金算定基

準値段としております。 

（2）先物取引 

同左 

2 費用・収益の計上基準 （1）受取配当金 

原則として､株式の配当落ち日にお

いて､その金額が確定している場合に

は当該金額、未だ確定していない場合

には予想配当金額の90％を計上し、残

額については入金時に計上しており

ます。 

（1）受取配当金 

同左 

 （2）有価証券売買等損益及び派生商

品取引等損益 

約定日基準で計上しております｡ 

（2）有価証券売買等損益及び派生商

品取引等損益 

同左 

3 表示 － 平成18年4月20日付内閣府令第49

号による投資信託財産計算規則の改

正により、表示方法が以下のとおり

変更されております。 

（1）貸借対照表 

純資産の部は、従来の元本及び剰

余金の区分から、元本等及び評価・

換算差額等の区分となりました。た

だし、評価・換算差額等の区分は記

載すべき事項がないため、記載を省

略しております。 

（2）損益及び剰余金計算書 

経常損益の部、営業損益の部の表

示は廃止されました。また、営業損

益、経常損益及び当期純損益は、当

期から営業損益金額、経常損益金額

及び当期純損益金額としておりま

す。 

4 その他 当ファンドの計算期間は期末が休

日のため、平成16年10月30日から平成

17年10月31日までとなっております。

当ファンドの計算期間は期末が休

日のため、平成17年11月1日から平成

18年10月30日までとなっておりま

す。 
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（貸借対照表に関する注記） 

第19期 

（平成17年10月31日現在） 

第20期 

（平成18年10月30日現在） 

1 担保に供されている資産 

先物取引証拠金の代用として差入れている資

産は次のとおりであります。 

1 担保に供されている資産 

先物取引証拠金の代用として差入れている資

産は次のとおりであります。 

株式 527,400,000円 株式 502,200,000円 

－ 2 計算期間の末日における受益権の総数 

 20,316,461,250口 

2 投資信託財産計算規則第41条の2に規定する額 3 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に

規定する額 

元本の欠損 4,154,442,167円 元本の欠損 2,809,597,430円 

3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の

額 

4 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の

額 

1口当たり純資産額

（1万口当たり純資産額

0.3019円 

3,019円） 

1口当たり純資産額

（1万口当たり純資産額

0.3617円 

3,617円） 

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

期   別 

項   目 

第19期 

（自 平成16年10月30日 

  至 平成17年10月31日） 

第20期 

（自 平成17年11月1日 

   至 平成18年10月30日） 

1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後配

当等収益（58,702,849円）、 

費用控除後有価証券売買等損益

（140,078,605円）、収益調整金

（5,368,277,057円）、および分配準

備積立金（23,694,408円）より、分

配対象収益は5,590,752,919円（1万

口当たり2,665円）であり、うち

62,918,539円（1万口当たり30円）を

分配金額としております。 

計算期間末における費用控除後配

当等収益（68,698,832円）、 

費用控除後有価証券売買等損益

（1,033,068,062円）、収益調整金

（5,230,845,384円）、および分配準

備積立金（127,639,696円）より、分

配対象収益は6,460,251,974円（1万

口当たり3,179円）であり、うち

60,949,383円（1万口当たり30円）を

分配金額としております。 

（1）営業取引 （1）営業取引 

受託者報酬 6,436,121円 受託者報酬 7,608,315円 

（2）営業取引以外の取引 （2）営業取引以外の取引 

2 受託会社との取引高 

－円 －円 

 

 

（その他の注記） 

1 元本の移動 

期  別 

項  目 

第19期 

（自 平成16年10月30日 

  至 平成17年10月31日） 

第20期 

（自 平成17年11月1日 

   至 平成18年10月30日） 

期首元本額 12,668,101,769 円 10,486,423,233 円 

期中追加設定元本額 324,148,128 円 1,968,951,320 円 

期中一部解約元本額 2,505,826,664 円 2,297,143,928 円 
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2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等 

第19期（自 平成16年10月30日  至 平成17年10月31日） 

種類 貸借対照表計上額 
当計算期間の損益に 

含まれた評価差額 

株式 6,235,871,100 円 1,300,794,483 円

合計 6,235,871,100 円 1,300,794,483 円

 

第20期（自 平成17年11月1日  至 平成18年10月30日） 

種類 貸借対照表計上額 
当計算期間の損益に 

含まれた評価差額 

株式 7,150,237,200 円 1,190,075,465 円

合計 7,150,237,200 円 1,190,075,465 円

 

 

3 デリバティブ取引関係 

第19期（自 平成16年10月30日  至 平成17年10月31日） 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 

1 取引の内容 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株式関連では日経平均株価指数先物であります。

2 取引に対する取組方法 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動

リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。 

3 取引の利用目的 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、等株数投資を維持しながら組入比率を一定に保

つために利用しており、建玉の合計額については、ヘッジ対象有価証券の組入可能額を限度とし、

且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかわる利払金及び償還金等並びに余裕金の範囲

内としております。 

4 取引に係るリスクの内容 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクがあります。 

5 取引に係るリスクの管理体制 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、約款に定めた運用の基本方針及び取引権限とリ

スク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を

行い、管理責任者が毎日リスク評価額の管理を行っております。 

6 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な

契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 

 

Ⅱ 取引の時価等に関する事項 

株式関連 

（単位：円）

 
区  分 種  類 契  約  額  等

うち1年超
時  価 評価損益 

  

株価指数先物取引  

買  建  

日経平均株価指数先物 75,180,000 － 81,720,000 6,533,700

市場取引 

  

合  計 75,180,000 － 81,720,000 6,533,700
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（注）時価の算定方法 

株価指数先物取引の時価については、原則として証券取引所における計算期間末日の清算値段又は

証拠金算定基準値段で評価しております。 

 

第20期（自 平成17年11月1日  至 平成18年10月30日） 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 

1 取引の内容 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株式関連では日経平均株価指数先物であります。

2 取引に対する取組方法 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動

リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。 

3 取引の利用目的 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、等株数投資を維持しながら組入比率を一定に保

つために利用しており、建玉の合計額については、ヘッジ対象有価証券の組入可能額を限度とし、

且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかわる利払金及び償還金等並びに余裕金の範囲

内としております。 

4 取引に係るリスクの内容 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクがあります。 

5 取引に係るリスクの管理体制 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、約款に定めた運用の基本方針及び取引権限とリ

スク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を

行い、管理責任者が毎日リスク評価額の管理を行っております。 

6 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な

契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 

 

Ⅱ 取引の時価等に関する事項 

株式関連 

（単位：円）

 
区  分 種  類 契  約  額  等

うち1年超
時  価 評価損益 

  

株価指数先物取引  

買  建  

日経平均株価指数先物 195,120,000 － 196,560,000 1,427,400

市場取引 

  

合  計 195,120,000 － 196,560,000 1,427,400

（注）時価の算定方法 

株価指数先物取引の時価については、原則として証券取引所における計算期間末日の清算値段又は

証拠金算定基準値段で評価しております。 
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（４）【附属明細表】 

①有価証券明細表 

ａ．株式 

（平成18年10月30日現在）

評価額 通貨 
（日本円） 

銘柄 株式数 
単価 金額 

備考 

 日本水産 18,000 627 11,286,000  

 国際石油開発帝石 18 971,000 17,478,000  

 コムシスホールディングス 18,000 1,226 22,068,000  

 大成建設 18,000 406 7,308,000  

 大林組 18,000 774 13,932,000  

 清水建設 18,000 701 12,618,000  

 鹿島建設 18,000 563 10,134,000  

 熊谷組 18,000 281 5,058,000  

 大和ハウス 18,000 2,080 37,440,000  

 積水ハウス 18,000 1,881 33,858,000  

 日揮 18,000 1,810 32,580,000  

 日清製粉Ｇ本社 18,000 1,231 22,158,000  

 明治製菓 18,000 593 10,674,000  

 明治乳業 18,000 774 13,932,000  

 日本ハム 18,000 1,307 23,526,000  

 サッポロホールディングス 18,000 582 10,476,000  

 アサヒビール 18,000 1,664 29,952,000  

 麒麟麦酒 18,000 1,557 28,026,000  

 宝ホールディングス 18,000 716 12,888,000  

 日清オイリオグループ 18,000 692 12,456,000  

 双日 1,800 378 680,400  

 三越 18,000 591 10,638,000  

 キッコーマン 18,000 1,317 23,706,000  

 味の素 18,000 1,355 24,390,000  

 ニチレイ 18,000 621 11,178,000  

 日本たばこ産業 90 502,000 45,180,000  

 東洋紡績 18,000 307 5,526,000  

 ユニチカ 18,000 159 2,862,000  

 日清紡績 18,000 1,188 21,384,000  

 日東紡績 18,000 359 6,462,000  

 セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 18,000 3,790 68,220,000  

 帝人 18,000 650 11,700,000  

 東レ 18,000 836 15,048,000  

 三菱レイヨン 18,000 737 13,266,000  

 クラレ 18,000 1,344 24,192,000  

 旭化成 18,000 749 13,482,000  

 王子製紙 18,000 620 11,160,000  

 三菱製紙 18,000 209 3,762,000  

 北越製紙 18,000 672 12,096,000  

 日本製紙Ｇ本社 18 421,000 7,578,000  

 昭和電工 18,000 510 9,180,000  

 住友化学 18,000 844 15,192,000  

 日産化学 18,000 1,499 26,982,000  
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（平成18年10月30日現在）

評価額 通貨 
（日本円） 

銘柄 株式数 
単価 金額 

備考 

 日本曹達 18,000 619 11,142,000  

 東ソー 18,000 497 8,946,000  

 東亞合成 18,000 459 8,262,000  

 電気化学 18,000 443 7,974,000  

 信越化学 18,000 7,650 137,700,000  

 協和醗酵 18,000 889 16,002,000  

 三井化学 18,000 815 14,670,000  

 三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 9,000 746 6,714,000  

 宇部興産 18,000 343 6,174,000  

 日本化薬 18,000 943 16,974,000  

 電通 180 321,000 57,780,000  

 花王 18,000 3,060 55,080,000  

 武田薬品 18,000 7,490 134,820,000  

 アステラス製薬 18,000 5,270 94,860,000  

 大日本住友製薬 18,000 1,505 27,090,000  

 塩野義製薬 18,000 2,375 42,750,000  

 中外製薬 18,000 2,345 42,210,000  

 エーザイ 18,000 6,040 108,720,000  

 テルモ 18,000 4,540 81,720,000  

 第一三共 18,000 3,450 62,100,000  

 ヤフー 72 45,900 3,304,800  

 トレンドマイクロ 18,000 3,700 66,600,000  

 スカイパーフェクト・コミュ 18 70,500 1,269,000  

 富士フイルムＨＬＤＧＳ 18,000 4,350 78,300,000  

 コニカミノルタＨＬＤＧＳ 18,000 1,547 27,846,000  

 資生堂 18,000 2,300 41,400,000  

 新日本石油 18,000 884 15,912,000  

 昭和シエル石油 18,000 1,317 23,706,000  

 新日鉱ホールディングス 18,000 881 15,858,000  

 横浜ゴム 18,000 583 10,494,000  

 ブリヂストン 18,000 2,440 43,920,000  

 旭硝子 18,000 1,360 24,480,000  

 日本板硝子 18,000 529 9,522,000  

 住友大阪セメント 18,000 342 6,156,000  

 太平洋セメント 18,000 455 8,190,000  

 東海カーボン 18,000 787 14,166,000  

 東陶機器 18,000 1,147 20,646,000  

 日本碍子 18,000 1,589 28,602,000  

 新日本製鐵 18,000 476 8,568,000  

 住友金属工業 18,000 439 7,902,000  

 神戸製鋼所 18,000 356 6,408,000  

 ＪＦＥホールディングス 1,800 4,700 8,460,000  

 日本製鋼所 18,000 781 14,058,000  

 日本軽金属 18,000 287 5,166,000  

 三井金属 18,000 578 10,404,000  
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（平成18年10月30日現在）

評価額 通貨 
（日本円） 

銘柄 株式数 
単価 金額 

備考 

 東邦亜鉛 18,000 1,015 18,270,000  

 三菱マテリアル 18,000 463 8,334,000  

 住友鉱山 18,000 1,566 28,188,000  

 ＤＯＷＡホールディングス 18,000 998 17,964,000  

 古河機金 18,000 297 5,346,000  

 古河電工 18,000 838 15,084,000  

 住友電工 18,000 1,658 29,844,000  

 フジクラ 18,000 1,242 22,356,000  

 東洋製罐 18,000 2,265 40,770,000  

 オークマ 18,000 1,082 19,476,000  

 小松製作所 18,000 2,090 37,620,000  

 住友重機械 18,000 998 17,964,000  

 クボタ 18,000 1,010 18,180,000  

 荏原製作所 18,000 444 7,992,000  

 千代田化工建 18,000 2,125 38,250,000  

 ダイキン工業 18,000 3,310 59,580,000  

 日本精工 18,000 980 17,640,000  

 ＮＴＮ 18,000 971 17,478,000  

 ジェイテクト 18,000 2,405 43,290,000  

 ミネベア 18,000 706 12,708,000  

 日立 18,000 689 12,402,000  

 東芝 18,000 743 13,374,000  

 三菱電機 18,000 1,001 18,018,000  

 富士電機ＨＬＤＧＳ 18,000 607 10,926,000  

 明電舎 18,000 424 7,632,000  

 ジーエス・ユアサコーポ 18,000 271 4,878,000  

 日本電気 18,000 604 10,872,000  

 富士通 18,000 962 17,316,000  

 沖電気 18,000 277 4,986,000  

 松下電器産業 18,000 2,475 44,550,000  

 シャープ 18,000 2,060 37,080,000  

 ソニー 18,000 4,840 87,120,000  

 ＴＤＫ 18,000 9,260 166,680,000  

 三洋電機 18,000 223 4,014,000  

 ミツミ電機 18,000 1,729 31,122,000  

 アルプス電気 18,000 1,154 20,772,000  

 パイオニア 18,000 1,843 33,174,000  

 クラリオン 18,000 229 4,122,000  

 横河電機 18,000 1,573 28,314,000  

 アドバンテスト 36,000 5,820 209,520,000  

 デンソー 18,000 4,520 81,360,000  

 カシオ 18,000 2,370 42,660,000  

 ファナック 18,000 9,560 172,080,000  

 京セラ 18,000 10,450 188,100,000  

 太陽誘電 18,000 1,802 32,436,000  
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（平成18年10月30日現在）

評価額 通貨 
（日本円） 

銘柄 株式数 
単価 金額 

備考 

 松下電工 18,000 1,303 23,454,000  

 三井造船 18,000 436 7,848,000  

 日立造船 18,000 145 2,610,000  

 三菱重工業 18,000 527 9,486,000  

 川崎重工業 18,000 428 7,704,000  

 石川島播磨 18,000 388 6,984,000  

 日産自動車 18,000 1,397 25,146,000  

 いすゞ自動車 18,000 410 7,380,000  

 トヨタ自動車 18,000 6,980 125,640,000  

 日野自動車 18,000 580 10,440,000  

 三菱自動車工業 18,000 209 3,762,000  

 トピー工業 18,000 445 8,010,000  

 マツダ 18,000 775 13,950,000  

 本田技研 36,000 4,130 148,680,000  

 スズキ 18,000 3,300 59,400,000  

 富士重工業 18,000 676 12,168,000  

 ニコン 18,000 2,415 43,470,000  

 オリンパス 18,000 3,730 67,140,000  

 キヤノン 27,000 6,270 169,290,000  

 リコー 18,000 2,365 42,570,000  

 シチズン時計 18,000 977 17,586,000  

 凸版印刷 18,000 1,271 22,878,000  

 大日本印刷 18,000 1,751 31,518,000  

 ヤマハ 18,000 2,530 45,540,000  

 伊藤忠 18,000 943 16,974,000  

 丸紅 18,000 601 10,818,000  

 豊田通商 18,000 3,410 61,380,000  

 三井物産 18,000 1,603 28,854,000  

 東京エレクトロン 18,000 8,620 155,160,000  

 住友商事 18,000 1,543 27,774,000  

 三菱商事 18,000 2,280 41,040,000  

 高島屋 18,000 1,715 30,870,000  

 伊勢丹 18,000 2,055 36,990,000  

 丸井 18,000 1,610 28,980,000  

 クレディセゾン 18,000 4,360 78,480,000  

 イオン 18,000 2,760 49,680,000  

 新生銀行 18,000 683 12,294,000  

 三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 18 1,480,000 26,640,000  

 りそなホールディングス 18 359,000 6,462,000  

 三井トラストＨＬＤＧＳ 18,000 1,407 25,326,000  

 三井住友フィナンシャルＧ 18 1,330,000 23,940,000  

 千葉銀行 18,000 1,051 18,918,000  

 横浜銀行 18,000 908 16,344,000  

 静岡銀行 18,000 1,245 22,410,000  

 住友信託 18,000 1,263 22,734,000  
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（平成18年10月30日現在）

評価額 通貨 
（日本円） 

銘柄 株式数 
単価 金額 

備考 

 みずほ信託銀行 18,000 283 5,094,000  

 みずほフィナンシャルＧ 18 921,000 16,578,000  

 ＵＦＪニコス 18,000 559 10,062,000  

 大和証券Ｇ本社 18,000 1,350 24,300,000  

 日興コーディアルＧ 9,000 1,394 12,546,000  

 野村ホールディングス 18,000 2,045 36,810,000  

 新光証券 18,000 451 8,118,000  

 三井住友海上火災 18,000 1,470 26,460,000  

 損害保険ジャパン 18,000 1,570 28,260,000  

 ミレアホールディングス 9,000 4,490 40,410,000  

 Ｔ＆Ｄホールディングス 1,800 8,710 15,678,000  

 三井不動産 18,000 2,870 51,660,000  

 三菱地所 18,000 2,805 50,490,000  

 平和不動産 18,000 776 13,968,000  

 東急不動産 18,000 1,142 20,556,000  

 住友不動産 18,000 3,840 69,120,000  

 東武鉄道 18,000 574 10,332,000  

 東京急行 18,000 790 14,220,000  

 小田急電鉄 18,000 724 13,032,000  

 京王電鉄 18,000 780 14,040,000  

 京成電鉄 18,000 715 12,870,000  

 東日本旅客鉄道 18 800,000 14,400,000  

 西日本旅客鉄道 18 497,000 8,946,000  

 日本通運 18,000 617 11,106,000  

 ヤマトホールディングス 18,000 1,773 31,914,000  

 日本郵船 18,000 753 13,554,000  

 商船三井 18,000 967 17,406,000  

 川崎汽船 18,000 825 14,850,000  

 全日本空輸 18,000 457 8,226,000  

 日本航空 18,000 224 4,032,000  

 三菱倉庫 18,000 1,890 34,020,000  

 日本電信電話 18 602,000 10,836,000  

 ＫＤＤＩ 180 727,000 130,860,000  

 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 18 181,000 3,258,000  

 東京電力 1,800 3,400 6,120,000  

 中部電力 1,800 3,220 5,796,000  

 関西電力 1,800 2,760 4,968,000  

 東京瓦斯 18,000 612 11,016,000  

 大阪瓦斯 18,000 427 7,686,000  

 東宝 1,800 2,215 3,987,000  

 ＮＴＴデータ 180 577,000 103,860,000  

 東京ドーム 18,000 520 9,360,000  

 セコム 18,000 5,770 103,860,000  

 ＣＳＫホールディングス 18,000 5,220 93,960,000  

 コナミ 18,000 3,060 55,080,000  
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（平成18年10月30日現在）

評価額 通貨 
（日本円） 

銘柄 株式数 
単価 金額 

備考 

 ファーストリテイリング 18,000 10,830 194,940,000  

 ソフトバンク 54,000 2,635 142,290,000  

合計  3,703,500   7,150,237,200  

 

 

ｂ．株式以外の有価証券 

該当事項はありません。 

 

②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

「その他の注記（デリバティブ取引関係）」の「Ⅱ 取引の時価等に関する事項」に記載されております。 

 

 

２【ファンドの現況】 

 
【純資産額計算書】 

平成18年11月30日

Ⅰ 資産総額 7,972,531,546円 

Ⅱ 負債総額 585,035,737円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,387,495,809円 

Ⅳ 発行済数量 20,527,973,340口 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.3599円 

 
 

第５【設定及び解約の実績】 

 
直近10計算期間の設定及び解約の実績は次のとおりです。 

 設定口数 解約口数 

第11期 計算期間 

（平成8年10月30日 ～ 平成9年10月29日） 
7,713,150,000 12,332,192,076 

第12期 計算期間 

（平成9年10月30日 ～ 平成10年10月29日） 
987,338,462 8,066,849,218 

第13期 計算期間 

（平成10年10月30日 ～ 平成11年10月29日）
46,271,330,454 44,249,305,462 

第14期 計算期間 

（平成11年10月30日 ～ 平成12年10月30日）
6,324,267,242 14,488,678,308 

第15期 計算期間 

（平成12年10月31日 ～ 平成13年10月29日）
17,216,712,302 5,694,400,936 

第16期 計算期間 

（平成13年10月30日 ～ 平成14年10月29日）
11,142,092,294 6,159,747,942 

第17期 計算期間 

（平成14年10月30日 ～ 平成15年10月29日）
2,014,190,400 6,322,824,294 

第18期 計算期間 

（平成15年10月30日 ～ 平成16年10月29日）
999,412,876 6,326,584,462 

第19期 計算期間 

（平成16年10月30日 ～ 平成17年10月31日）
648,296,256 5,011,653,328 

第20期 計算期間 

（平成17年11月1日 ～ 平成18年10月30日） 
3,937,902,640 4,594,287,856 

（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。 
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